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国

静岡裁判所の刑事司法手続 ―治罪法施行以前の死罪事案を中心に一

静
岡
裁
判
所
の
刑
事
司
法
手
続

―
治
罪
法
施
行
以
前
の
死
罪
事
案
を
中
心
に
―

橋

本

誠

一

は
じ
め
に

本
稿
は
、
明
治

一
〇
年
代
前
半
に
静
岡
裁
判
所
が
宣
告
を
下
し
た
死
罪
案

一
六
作

（各
死
罪
案
を
編
綴
順
に
事
例
番
号
を
付
し
、
お
も

な
諸
手
続
の
日
程
を
整
理
し
た
も
の
が

【表

一
】
で
あ
る
。
ま
た
本
稿
の
末
尾
に
は
全

一
六
作
の
詳
細
な
工
程
表
も
掲
載
し
た
）
に
つ
い

て
分
析
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
国
立
公
文
書
館
所
蔵
内
閣
文
庫

『府
県
史
料

（静
岡
県
と

一
一九
に
収
め
ら
れ
た
、
静
岡
県
罫
紙
に

書
か
れ
た
原
本
の
写
し
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
分
析
を
通
し
て
、
当
時
の
裁
判
手
続
、
と
く
に
死
罪
案
に
関
す
る
刑
事
司
法
手
続

（犯

罪
の
認
知
↓
捜
査
↓
純
間
判
事
下
調
↓
起
訴
↓
公
判
↓
大
審
院
批
可
↓
判
決
言
渡
）
の
実
態
を
可
能
な
限
り
復
原
す
る
こ
と
が
本
稿
の
課

題
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
明
治
日
本
に
お
け
る
司
法
制
度
の
近
代
化
は
、　
一
八
七
二

（明
治
五
）
年
八
月
三
日
太
政
官
無
号

「司
法
省
職
制
並
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【表 1】『府県史料 (静岡県)』 29に収録された死罪事案手続一覧

注)数字は年月日を示す。なお、網かけは原資料に記載がないことを示す。
【出典】国立公文書館所蔵内閣文庫 陶府県史料 (静岡県)J29から作成。
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二
事
務
章
程
」
〔司
法
職
務
定
制
〕
の
制
定
を
も
っ
て
始
ま
る
。
そ
れ
は
、
旧
来
の
府
藩
県
三
治
制
下
の
聴
訟

・
断
獄
事
務
体
制
を
抜
本
的

に
変
革
す
る
こ
と
を
目
指
し
、
司
法
省
の
省
務
を
裁
判
所
、
検
事
局
、
明
法
寮
に
三
分
す
る
と
と
も
に
、
裁
判
所
の
種
類
を
司
法
省
臨
時

裁
判
所
、
司
法
省
裁
判
所
、
出
張
裁
判
所
、
府
県
裁
判
所
、
区
裁
判
所
の
五
種
に
定
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
日
本
に
お
け
る
近
代
的
司
法

制
度
の
確
立
過
程
は
ま
さ
に
こ
こ
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
あ
り
、
「司
法
権
の
独
立
が
こ
こ
に
そ
の
最
初
の
礎
石
を
す
え
た
」
と
い
う
点
で
大

き
な

「歴
史
的
意
義
」
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
司
法
職
務
定
制
に
代
え
て
、　
一
八
七
五

（明
治
八
）
年
五
月
二
四
日
太
政
官
第
九

一
号
布
告

「大
審
院
諸
裁
判
所
職
制
章
程
」

が
新
た
に
制
定
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
裁
判
所
制
度
は

《大
審
院
―
上
等
裁
判
所
―
府
県
裁
判
所
―
区
裁
判
所
》
と
し
て
再
編

・
整
備

さ
れ
だ
。
同
時
に
、
同
年
六
月
八
日
太
政
官
第

一
〇
三
号
布
告

「裁
判
事
務
心
衛
」
第

一
条
に
よ
り
、
各
裁
判
所
に
対
し
て

「民
事
刑
事

共
法
律
二
従
ヒ
遅
滞
ナ
ク
裁
判
」
す
る
こ
と
を
求
め
る
と
と
も
に
、
も
し

「疑
難
」
が
あ
っ
て
も
従
前
の
よ
う
に

「裁
判
フ
中
止
シ
テ
上

等
ナ
ル
裁
判
所
二
伺
出
ル
コ
ト
」
を
禁
止
し
た

（た
だ
し
、
死
罪
事
件
、
終
身
懲
役
事
件
を
除
く
）。
こ
の
体
制
は
、
基
本
的
に

一
八
八
二

（明
治

一
五
）
年

一
月

一
日
の
治
罪
法
施
行
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
る
ま
で
存
続
し
た
。

こ
の
よ
う
な
裁
判
制
度
近
代
化
の
歩
み
を
便
宜
的
に
時
期
区
分
す
れ
ば
、
Ｔ

〕
府
藩
県
三
治
制
期

（
一
八
六
八
～
七
二
年
）
、
雪
こ

司

法
職
務
定
制
期

（
一
八
七
二
～
七
五
年
）、
雪
こ

大
審
院
諸
裁
判
所
期

（
一
八
七
五
～
八

一
年
）、
〔四
〕
治
罪
法
施
行
期

（
一
八
八
二
年
以

降
）、
と
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
多
く
は
、
す
べ
て
の
時
期
に
共
通
し
て
、
お
も
に
個
別
裁
判
事
例

（農
民
騒
擾
事

作
、
自
由
民
権
裁
判
な
ど
）
や
個
別
罰
条

（自
首
条
な
ど
）
の
運
用
実
態
に
関
す
る
綿
密
な
実
証
研
究
と
し
て
展
開
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ

に
対
し
て
、
本
稿
の
主
た
る
関
心
は
、
時
期
区
分

〔三
〕
期
に
お
け
る
刑
事
司
法
手
続
の
構
造
を
全
体
的
に
把
握
す
る
こ
と
に
あ
る
。

刑
事
司
法
手
続
に
関
心
を
寄
せ
る
本
稿
と
し
て
は
、
と
く
に
霞
信
彦
氏
と
岩
谷
十
郎
氏
の
見
解
に
言
及
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
霞
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氏
は
、
新
律
綱
領

・
改
定
律
例
施
行
下
―
―
お
も
に
本
稿
の
時
期
区
分

〔二
〕
に
重
な
る
―
―
に
お
い
て
司
法
省
明
法
寮
と
各
県

・
各
裁

判
所
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
刑
事
裁
判
に
関
す
る
伺

・
指
令
の
重
要
性
に
着
日
し
、
そ
れ
を
も
っ
て
当
該
時
期
の
構
造
的
特
徴
と
捉
え
、

「伺

・
指
令
裁
判
」
と
し
て
概
念
化
し
た
。
さ
ら
に
岩
谷
氏
は
、　
一
八
七
五

（明
治
八
）
年
の
明
法
寮
廃
止
、
大
審
院
設
置
以
後
「
―
本
稿

の
時
期
区
分

〔三
〕
〔四
〕
に
相
当
す
る
―
―
も
、
司
法
省
と
大
審
院
以
下
各
裁
判
所
と
の
間
で
伺

・
指
令
が
継
続
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て

一
八
七
九

（明
治

一
二
）
年
二
月
二
四
日
司
法
省
達

「内
訓
条
例
」
に
よ
り
そ
れ
は
新
た
な
シ
ス
テ
ム

（岩
谷
氏
は
こ
れ
を

「訓
令
シ
ス

テ
ム
」
と
呼
ぶ
）
に
再
編
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
「伺

・
指
令
裁
判
」
も

「訓
令
シ
ス
テ
ム
」
も
、
手
続
構
造
の
一
局
面
を

概
念
化
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
試
み
に
本
稿
の
時
期
区
分

〔三
〕
に
お
け
る
刑
事
裁
判
手
続
を
分
類

・
整
理
す
れ
ば
、
死
罪
案
、
終
身
懲
役

罪
案
、
そ
の
他
の
罪
案
と
い
う
二
つ
の
系
統
に
分
け
ら
れ
る

（【図

一
】
参
照
）。
た
と
え
ば
死
罪
案
は
、
地
方
裁
判
所
、
上
等
裁
判
所
、

大
審
院
の
三
者
が

一
体
と
な
っ
て

（起
訴
か
ら
判
決
言
渡
に
至
る
）

一
連
の
審
理
手
続
を
完
結
さ
せ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
他
の
罪

案
は
地
方
裁
判
所
だ
け
で
一
つ
の
審
理
手
続
が
完
結
す
る

（そ
の
後
に
上
訴
が
な
さ
れ
る
と
、
新
た
な
審
理
手
続
が
開
始
さ
れ
麺
）。
要
す

る
に
、
伺

・
指
令
や
内
訓
は
、
こ
れ
ら
の
審
理
手
続
に
付
随
し
て
裁
判
所
が
司
法
省
に
対
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
を

も
っ
て
手
続
構
造
の
全
体
を
特
徴
づ
け
る
こ
と
は
困
難
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
本
稿
の
見
解
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
実
際
に
本
稿
が
分
析
す
る
の
は
、
『府
県
史
料
』
中
に
収
め
ら
れ
た
静
岡
裁
判
所
死
罪
事
件

一
六
作
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
、

時
期
的
に
は

〔三
〕
大
審
院
諸
裁
判
所
期

（
一
人
七
五
～
八

一
年
）
に
限
ら
れ
る
。
い
ず
れ
の
意
味
で
も
、
本
稿
の
試
み
は
不
十
分
な
も

の
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
今
後
、
こ
の
よ
う
な
作
業
を
継
続
し
て
い
け
ば
、
司
法
職
務
定
制
期
の
刑
事
司
法
手
続
が
大
審
院

設
置
以
後
ど
の
よ
う
な
変
容
を
遂
げ
、
さ
ら
に
治
罪
法
施
行
以
後
い
か
な
る
変
化
を
蒙

っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
連
続
的
か
つ
一
体
的
に

把
握
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
し
て
い
る
。
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【垂直的手続構造】 【水平的手続構造】

【図1】 刑事裁判手続構造概念図

終身懲役罪案

な
お
、
以
下
の
考
察
は
、
死
罪
案

一
六
件
の
う
ち
事
例

一
六

（以
下
、
と
く
に

断
ら
な
い
限
り

「本
件
」
と
い
う
。）
を
お
も
に
取
り
上
げ
、
必
要
に
応
じ
て
他
の

事
例
に
も
言
及
す
る
と
い
う
方
法
で
叙
述
し
て
い
き
た
い
。

一　

司
法
警
察

ま
ず
最
初
に
、
当
時
の
司
法
警
察
制
度
の
概
要
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
明
治
維

新
後
、
初
め
て

「司
法
警
察
」
の
語
を
用
い
た
の
は
、　
一
八
七
四

（明
治
七
）
年

一
月
二
八
日
太
政
官
第

一
四
号
達

「検
事
職
制
章
程
司
法
警
察
規
則
」
で
あ
っ
た
。

そ
の
第

一
〇
条
は
、
司
法
警
察
の
語
に
つ
い
て

「其
犯
人
フ
探
索
シ
テ
之
ヲ
逮
捕

ス
ル
モ
ノ
」
と
定
義
づ
け
た
。
こ
れ
に
対
し
、
新
た
に
制
定
さ
れ
た

一
八
七
六

（明

治
九
）
年
四
月
二
四
日
司
法
省
達
第
四
八
号
達

「司
法
警
察
仮
規
則
」
は
、
そ
の

第
二
条
で
司
法
警
察
を

「罪
犯
フ
探
索
検
視
シ
テ
事
証
ヲ
取
り
各
裁
判
所
二
付
ス

ル
」
こ
と
、
つ
ま
り
犯
罪
事
案
に
つ
い
て
捜
査
し
、
証
拠
を
収
集
し
、
被
疑
者
を

起
訴
す
る
こ
と
と
定
義
し
趣
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
司
法
警
察
仮
規
則
は
一
八
八

日
ま
で
存
続
し
、
治
罪
法
の
施
行

（
一
人
八
二
年

静岡裁判所の刑事司法手続 ―治罪法施行以前の死罪事案を中心に一

（明
治

一
四
）
年

一
二
月
末

月

一
日
）
を
も
っ
て
消
滅
し

-5-



法政研究18巻 3・ 4号 (2014年 )

た
。
つ
ま
り
、
本
稿
が
分
析
対
象
と
す
る
時
期

〔三
〕
の
現
行
法
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
い
ま
少
し
司
法
警
察
仮
規
則
の
内
容
を
確
認
し
て

お
こ
う
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
司
法
警
察
活
動
を
担
う

「官
」
（仮
規
則
の
用
語
法
で
は

「司
法
警
察
官
し

は
、
検
事

・
検
事
補
と
警
察
官

吏

（地
方
警
部
、
警
部
補
）
で
あ
る

（第
二
条
第

一
項
）。
こ
の
う
ち
警
察
官
吏
は
違
警
罪
に
つ
い
て
司
法
警
察
の
全
権
を
有
す
る
が
、
そ

の
他
の
罪
犯

（重
罪

・
軽
罪
）
に
つ
い
て
は
検
事
補
助
と
し
て
活
動
す
る
と
さ
れ
た

（第
二
条
第
二
項
）。
た
だ
し
、
い
ま
だ
検
事
が
派
出

さ
れ
て
い
な
い
県
で
は
、
警
察
官
吏
は
地
方
官

（県
令
）
の
命
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（第
二
条
第
二
項
但
書
）。
ち
な
み
に
、
静
岡

裁
判
所
に
検
事
が
着
任
し
た
の
は
、　
一
八
八

一
（明
治

一
四
）
年
五
月

一
七
日
司
法
省
丙
第
九
号
達

「名
古
屋
、
熊
谷
、
松
本
、
松
山
、

広
島
、
水
戸
、
松
江
、
弘
前
、
静
岡
、
高
知
、
熊
本
、
福
島
、
鹿
児
島
十
三
裁
判
所
へ
検
事
フ
置
ク
」
発
布
以
後
の
、
同
年
六
月
二
九
日

の
こ
と
で
あ
っ
た

（浜
松
支
庁

へ
の
着
任
は

一
〇
月
二
六
日
）
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
時
期
は
静
岡
県
令
が
検
事
の
職
務
を
代
行

し
、
警
察
官
吏
を
指
揮
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
司
法
警
察
仮
規
則
は
、
検
事
の
職
務
と
し
て
お
も
に
以
下
の
三
つ
を
定
め
た
。
す
な
わ
ち
、
①

「違
警
犯
フ
除
ク
ノ
外
総
テ
罪

犯
」
に
関
す
る
告
訴

・
告
発
の
受
理

（第
四
条
前
段
）、
②
現
行
犯

（準
現
行
犯
を
含
む
）
に
対
す
る
検
視
処
分
、
検
視
明
細
書
の
作
成

等
、
裁
判
所

へ
の
起
訴

（第
四
条
後
段
）、
③
重
罪
犯
や
犯
情
繁
雑
事
件
に
お
け
る
純
問
判
事

へ
の
下
調
請
求
と
下
調
済
後
の
起
訴

（第
六

条
）。
ま
た
、
警
部
の
職
務
と
し
て
、
①
現
行
犯
の
場
合
は
、
直
ち
に
犯
所
に
急
行
し
、
「検
事
ノ
行
フ
ヘ
キ
一
切
ノ
コ
ト
」
２
口訴

・
告
発

の
受
理
、
検
視
処
分
、
検
視
明
細
書
の
作
成
）
を
行
う
こ
と

（第
八
条
）、
②
告
訴

・
告
発
文
書
、
現
行
犯
の
検
視
明
細
書
な
ど
の
文
書
を

検
事
に
送
致
す
る
こ
と

（第

一
一
条
）、
な
ど
を
列
挙
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
職
務
を
遂
行
さ
せ
る
た
め
に
、
司
法
警
察
仮
規
則
は
、
司

法
警
察
官

（検
事
と
警
部
）
に
検
視
処
分
、
禁
足
命
令
、
犯
人
拿
捕

・
勾
留
、
純
問
な
ど
の
強
制
処
分
権
限
を
付
与
し
た

（第

一
三
～
二
〇

条
）。

-6-



静岡裁判所の刑事司法手続 ―治罪法施行以前の死罪事案を中心に一

一
一　
犯
罪
認
知
と
捜
査

犯
罪
事
件
の
発
生
が
認
知
さ
れ
る
と
、
ま
ず
司
法
警
察
官
に
よ
る
検
視
処
分
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
に
関
し
て
、
司
法
警
察
仮
規
則
は
次

慇^
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

‐
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
Ю
）

の
よ
う
に
規
定
し
た
。
す
な
わ
ち
、
住
民
等
の
報
知
に
よ
り

「現
行
ノ
重
犯
」
（重
罪
の
現
行
犯
）
を
認
知
し
た
と
き
、
巡
査
は
司
法
警
察

官
に
急
報
す
る
と
と
も
に
、
犯
人
を
追
拿
し
、　
一
切
の
証
跡
を
看
護
し
、
現
場
を
保
存
し
、
見
証
人
の
離
散
を
制
し
つ
つ
、
司
法
警
察
官

の
来
着
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
巡
査
か
ら
の
急
報
を
受
け
た
司
法
警
察
官
は
、
犯
行
現
場
に
到
着
後
た
だ
ち
に
犯
所
に

臨
み
、
検
視
処
分
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（第

一
三
条
）。
た
だ
し
、
司
法
警
察
官
の
所
在
地
が
遠
隔
で
あ
る
場
合
は
、
必
ず
し
も
犯

所
に
臨
む
必
要
は
な
い
。
そ
の
と
き
は
代
わ
り
に
巡
査
が
検
視
処
分
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
司
法
警
察
官
に
報
告
す
れ
ば
よ
い
。
ま
た
、

司
法
警
察
官
に
疾
病

・
故
障
が
あ
る
と
き
も
、
巡
査
に
委
任
し
て
、
検
視
処
分
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
る

（第

一
三
条
但
書
）。

そ
れ
で
は
、
本
件

（事
例

一
六
）
の
検
視
処
分
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
の
か
。
本
件
は
、　
一
八
八
〇

（明
治

一
三
）
年
七
月
二
九
日

午
後
九
時
頃
、
賀
茂
郡
上
多
賀
村

（現
熱
海
市
）
に
お
い
て
発
生
し
た
強
盗
殺
人
事
件
で
あ
る
。
左
に
そ
の
後
の
推
移
を
整
理
し
て
み
よ

つヽノ。
７
月
２９
日
　
上
多
賀
村
戸
長
、
検
視
願

（宛
名
は
静
岡
県
令
）
を
熱
海
分
署

へ
提
出

熱
海
分
署
、
三
島
警
察
署

へ
事
件
発
生
を
急
報

７
月
３０
日
　
熱
海
分
署
長

（
一
等
巡
査
山
村
三
代
冶
）
ら
犯
所

へ
急
行

分
署
長
ら
犯
所
到
着
、
直
ち
に
探
偵
に
従
事

（午
前
三
時
過
ぎ
）
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三
島
警
察
署
長

（八
等
警
部
小
林
昌
啓
）
、
分
署
長
に
検
視
処
分
を
指
揮

（午
後
二
時
三
〇
分
）

分
署
長
、
検
視
処
分
を
開
始

（午
後
五
時
）

７
月
３‐
日
　
分
署
長
、
意
見
書
、
検
案
書
、
検
視
明
細
書
、
仮
口
書
を
作
成
し
、
三
島
警
察
署
長
に
提
出

こ
の
よ
う
に
本
件
で
は
、
三
島
警
察
署
長

（警
部
）
が

（事
件
発
生
地
が
遠
隔
で
あ
る
こ
と
か
ら
）
熱
海
分
署
長

（巡
査
）
に
対
し
て
、

た
だ
ち
に
検
視
処
分
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
報
告
す
る
よ
う
指
揮
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
指
揮
を
受
け
た
熱
海
分
署
長
は
自
ら
検
視
処
分

を
行
い
、
そ
の
結
果
を
検
視
明
細
書
な
ど
に
と
り
ま
と
め
て
報
告
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
件
の
他
に
検
視
処
分
に
言
及
す
る
も
の
は
、

わ
ず
か
に
五
件

（事
例

一
、
一
一、七
、九
、
一
四
）
に
と
ど
ま
る
。
そ
の
記
載
内
容
も
ご
く
簡
単
で
あ
る
。
残
り

一
〇
件
が
検
視
処
分
に
言
及

し
て
い
な
い
の
は
そ
も
そ
も

（た
と
え
ば
非
現
行
犯
で
あ
る
た
め
に
）
検
視
処
分
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
か
ら
な
の
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
以

外
の
理
由
に
よ
る
も
の
な
の
か
は
判
然
と
し
な
い
。

さ
て
、
事
件
発
生
か
ら
約
二
週
間
後
の
八
月

一
五
日
、
か
ね
て
逃
亡
中
の
被
疑
者
の
身
柄
が
確
保

（「捕
獲
し

さ
れ
た
。
そ
れ
は

「準

現
行
犯
」
と
し
て
の
逮
捕
で
あ
っ
た
。
司
法
警
察
仮
規
則
第

一
二
条
に
よ
れ
ば
、
「衆
人
指
名
シ
テ
其
犯
主
タ
ル
コ
ト
フ
哄
停
」
し
て
い
る

か
、
も
し
く
は

「兇
器
文
書
其
他
罪
犯
ノ
証
憑
タ
ル
ヘ
キ
物
フ
携
帯
シ
」
て
い
る
こ
と
か
ら

「犯
人
卜
思
察
」
で
き
る
と
き
は
、
「犯
罪
ヨ

リ
時
日
フ
過
キ
」
て
い
て
も

「現
行
犯
二
准
」
じ
て
処
理
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
被
疑
者
を
捕
獲
し
た
の
は

「三
島
警
察
署
ヨ
リ
御
探
偵
ト
シ
テ
御
出
張
」
中
の
巡
査
で
、
被
疑
者
潜
伏
中
の
山
梨
県
姥
口
山

（現
山
梨
県
甲
府
市
）
の
山
中
に
あ
る

「炭
小
屋

二
於
テ
御
取
押
」
え
た
と
い
っ
。Θ
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〓
一　
警
察
署
で
の
取
調

警
察
に
よ
っ
て
捕
獲
さ
れ
た
後
、
被
疑
者
は

「当
御
署

（三
島
警
察
署
―
橋
本
）

へ
御
拘
引
」
さ
れ
、
「御
尋
間
」
を
受
け
た
。
三
島
警

察
署
に
よ
る
取
調
が
ひ
と
と
お
り
終
わ
っ
た
の
は
、
そ
れ
か
ら
は
ぼ
三
ヶ
月
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、　
一
一
月
三
〇
日
、
三
島

警
察
署
は
仮
口
書
を
被
疑
者
に
読
み
聞
か
せ
、
そ
の
内
容
に
相
違
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
拇
印

（爪
印
）
を
命
じ
た
。
こ
の
仮

口
書
の
完
成
を
も
っ
て
三
島
警
察
署
の
取
調
は
完
了
し
た
。

本
件
の
場
合
、
第

一
次
的
に
被
疑
者
を
逮
捕

・
勾
留
し
取
調
を
行

っ
た
の
は
三
島
警
察
署
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
警
察
分
署
が
被
疑

者
を
逮
捕

・
勾
留
し
た
場
合
は
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
た
の
か
。
全

一
六
件
中
分
署
が
被
疑
者
を
逮
捕

・
勾
留
し
た
事
例
は
四
件

（事
例

番
号

一
ゴ
ハ
、八
、
一
五
）
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
う
ち
事
例
八
に
即
し
て
先
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
事
例
八
で

は
、
被
疑
者
は

「明
治
十
年
十
二
月
十
五
日
藤
枝
分
署
二
お
テ
捕
縛
」
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
藤
枝
分
署
に
お
い
て

「厳
重
ノ
御
尋
問
」
を

受
け
、
「口
書

（分
署

二
飛
テ
ノ
仮
口
書
ナ
リ
）
御
読
間
ノ
上
、
拇
印
致
」
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の

「後
チ
、
静
岡
県
庁

へ
護
送
セ
ラ
ン
」

た
。
こ
こ
に
い
つ

「静
岡
県
庁
」
が
静
岡
警
察
署
を
指
す
の
か
は
こ
の
ク
ダ
リ
だ
け
で
は
判
然
と
し
な
い
が
、
そ
れ
に
続
く
記
述
を
読
む

限
り
、
静
岡
警
察
署
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「其
月
二
十

一
日
警
察
署
二
於
テ
御
取
純
相
成
、
其
節
モ
前
日
書
ノ
通
柳

力
相
違
無
之
卜
申
供
シ
、
再
ヒ
拇
印

（分
署

二
飛
テ
ノ
仮
口
書

二
再
ヒ
拇
印
ス
）
致
シ
」
た
と
い
”
。

こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
以
下
の
点
で
あ
る
。
①
分
署
が
第

一
次
的
に
被
疑
者
を
逮
捕

・
勾
留
し
た
場
合
で
も
、
分
署
が
被

疑
者
の
取
調
を
行
い
、
仮
口
書
を
作
成
し
た
。
②
取
調
が
完
了
す
れ
ば
、
分
署
は
仮
口
書
と
被
疑
者
の
身
柄
を
警
察
署
に
送
致
し
た
。
③

警
察
署
で
行
わ
れ
る
取
調
は
、
お
も
に
文
書
作
成
の
仮
口
書
を
被
疑
者
に
読
み
間
か
せ
、
拇
印
を
取
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
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本
件
に
戻
ろ
う
。　
〓

一月
初
め
、
三
島
警
察
署
長

（八
等
警
部
小
林
昌
啓
）
は
静
岡
県
警
察
本
署
麹

（
二
等
警
部
鈴
樹
忠
吉
）
に
宛
て

沢
被
疑
者
を
）
捕
獲
ノ
上

一
応
訊
問
ス
ル
ニ
、
別
紙
口
供
之
通
犯
状
明
確
ナ
ル
者
二
付
、
証
憑
、
検
視
書
類
、
其
他
共
相
副
」
え
て

「交

付
」
す
る
旨
の

「証
告
書

（送
第
八
七
号
と

を
送
致
し
た
。
こ
の
手
続
は
、
後
述
す
る
理
由
に
よ
り
検
察
官
送
致
に
相
当
す
る
も
の
と
考

え
て
よ
い
。
な
お
、
と
く
に
資
料
上
に
記
載
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
と
き
被
疑
者
の
身
柄
も
静
岡
県
警
察
本
署
に
送
致
さ

れ
た
と
思
わ
れ
る
。

移
送
を
受
け
た
静
岡
県
警
察
本
署
は
、　
〓

一月
六
日
に
被
疑
者
の
取
調
を
行

っ
た
。
そ
の
取
調
と
は
、
具
体
的
に
は
一
一
月
二
〇
日
付

被
疑
者
仮
口
書

（三
島
警
察
署
作
成
）
を
被
疑
者
に
読
み
間
か
せ
、
相
違
の
有
無
を
尋
ね
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
被
疑
者

が

「相
違
ナ
キ
旨
」
を
回
答
し
た
た
め
、
そ
れ
を
三
島
警
察
署
作
成
の
仮
口
書
末
尾
に
記
載
し
、
被
疑
者
に
拇
印
を
命
じ
た
。
こ
れ
を
も
っ

て
警
察
本
署
の
取
調
は
終
了
し
た
。

な
お
、
三
島
や
静
岡
で
警
察
に
よ
る
取
調
が
行
わ
れ
て
い
る
間
、
被
疑
者
の
身
柄
は
そ
れ
ぞ
れ
の
警
察
署
内
で
拘
留
さ
れ
て
い
た
と
推

測
さ
れ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

四
　
下
調

（起
訴
前
予
審
）
と
起
訴

一
八
八
〇

（明
治

一
三
）
年

一
二
月
某
日
、
静
岡
県
警
察
本
署
長
は
罪
犯
文
書

・
証
憑
等
を
静
岡
裁
判
所
純
問
掛
に
送
致
し
、
純
問
判

事
に
よ
る
下
調
を
請
求
し
た
。
純
問
判
事
の
下
調
と
は
法
的
に
は
起
訴
前
予
審
に
相
当
す
る
手
続
で
あ
り
、
本
来
は
検
事
が
請
求
す
る
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ま
だ
検
事
が
派
出
さ
れ
て
い
な
い
静
岡
県
で
は
静
岡
県
警
察
本
署
長
が
そ
の
職
務
を
代
行
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
判
事
が
下
調
を
行
う
と
い
う
制
度
は
、　
一
八
七
五

（明
治
八
）
年
五
月
二
四
日
太
政
官
第
九

一
号
布
告

「大
審
院
諸
裁
判

所
職
制
章
程
」
中
の

「判
事
職
制
通
則
」
第
八
条

「重
罪
及
犯
情
繁
雑
ナ
ル
者
ハ
下
調
ヲ
行
フ
」
を
も
っ
て
そ
の
晴
矢
と
す
る
。
同
条
の

立
法
趣
旨
に
つ
い
て
、
同
年
八
月
二
〇
日
司
法
省
番
外
達

「判
事
職
制
中
下
調
措
置
」
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
曰
く
、
「下
調
迄

ハ
司

法
警
察
部
内
二
属
シ
、
裁
判
内
二
属
セ
サ
ル
儀

二
有
之
、
猶
手
続
ノ
儀
ハ
検
事
ノ
求
二
応
シ
、
裁
判
所
長
ヨ
リ
臨
時
二
下
調
裁
判
官
フ
命

シ
、
其
裁
判
官
ハ
下
調
終
テ
検
事
二
還
附
シ
、
検
事
ノ
求
判
二
依
り
初
テ
公
庭
二
附
ス
ル
儀
」。
た
だ
、
こ
の
段
階
で
実
際
に
判
事
の
下
調

が
ど
の
程
度
行
わ
れ
て
い
た
の
か
は
確
認
で
き
な
い
。

絶
問
判
事
の
下
調
が
制
度
と
し
て
確
立
し
た
と
い
え
る
の
は
、　
一
八
七
六

（明
治
九
）
年
四
月
二
四
日
司
法
省
達
第
四
七
号
達

「純
問

判
事
職
務
仮
規
則
」
と
、
同
日
司
法
省
達
第
四
八
号
達

「司
法
警
察
仮
規
則
」
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
純
問
判
事
職
務
仮
規
則
は
、

各
地
方
裁
判
所
の
判
事

・
判
事
補
の
中
か
ら

「純
問
掛
」
に
任
命
さ
れ
た
者
を

「純
問
判
事
」
と
称
し
た

（第

一
条
）。
純
問
判
事
は
、
検

事
か
ら
罪
犯
文
書

・
証
憑
が
送
致
さ
れ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
被
告
人
の
純
問
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（第
四
条
）。
純
間
は
純
問
判

事
と
属
官
が
こ
れ
を
行
い
、
遂
節
口
書
を
録
し
、
日
書
完
成
後
は
こ
れ
を
読
み
聞
か
せ
、
被
告
人
に
花
押

。
実
印

・
拇
印
を
さ
せ
る
。
も

し
被
告
人
が
口
書
の
内
容
に
同
意
し
な
い
と
き
は
そ
の
由
を
記
し
、
純
間
判
事
が
紙
尾
に
署
名
捺
印
す
る

（第
五
条
）。
下
調
の
結
果
、
被

告
人
が
軽
重
罪
を
犯
し
た
と
見
込
む
と
き
は
、
純
問
判
事
は
証
憑
文
書
を
具
し
て
検
事
に
還
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（第

一
八
条
）。
他

方
、
無
罪
と
見
込
む
と
き
は
被
告
人
を
警
察
官

へ
移
送
ま
た
は
放
免
す
る

（第

一
七
条
）。

こ
の
よ
う
な
下
調
手
続
を
行
う
た
め
に
、
純
問
判
事
に
は
、
被
告
人
の
呼
出

・
勾
引

・
勾
留

・
純
間
、
検
視

（現
行
犯

・
非
現
行
犯
と

も
に
）、
犯
人
の
家
宅

へ
の
臨
検
、
賊
証
の
差
押
、
証
人
の
呼
出
を
行
う
と
い
う
強
制
処
分
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
た

（第
四
、
エハ
、七
、九
、

一
二
条
）。
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と
こ
ろ
で
、
も
と
も
と
純
問
判
事
職
務
仮
規
則
第
六
条
は

「重
罪
若
ク
ハ
犯
情
繁
難
ナ
ル
者
ハ
検
事
ヨ
リ
純
問
判
事
二
付
シ
テ
下
調
フ

請
フ
」
と
定
め
、
重
罪
事
件
等
に
つ
い
て
は
純
間
判
事
の
下
調
を
請
求
す
る
よ
う
検
事
に
義
務
付
け
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
一
八
七
七

（明
治

一
〇
）
年
二
月
二
四
日
司
法
省
丁
第
二
五
号
達

「重
罪
犯
状
明
白
ナ
ル
モ
ノ
ハ
純
問
判
事
ノ
下
調
ヲ
請
フ
ニ
及
ハ
ス
」
に
よ
り
、
重

罪
事
件
で
あ
っ
て
も
、
検
事
が

「犯
状
明
白
」
と
判
断
す
れ
ば
、
純
間
判
事
の
下
調
を
請
求
し
な
く
て
も
よ
い
こ
と
と
な
っ
た
。
下
調
請

求
は
検
事
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
本
作
は
、
検
事

（警
部
）
が

「重
罪
犯
状
明
白
」
と
判
断
し
な
か
っ
た
た
め
に
、

絶
間
判
事
に
下
調
を
請
求
し
た
の
で
あ
る
。

本
件
の
場
合
、
判
事
補
松
岡
帰
之
が
純
問
掛
を
勤
め
、
「純
問
庭
」
で
関
係
人
を
取
り
調
べ
る
こ
と
か
ら
手
続
を
開
始
し
た
。　
〓

一
四
日
の
第

一
回
純
問
判
事
下
調
で
は
関
係
人
Ａ
を
、　
〓
一月
二
二
日
の
第
二
回
純
問
判
事
下
調
で
は
関
係
人
Ｂ
を
、
そ
し
て
一
二
月
一

日
の
第
二
回
純
問
判
事
下
調
で
は
関
係
人
Ｃ
を
取
り
調
べ
、
そ
れ
ぞ
れ
口
書
を
作
成
し
た
。

他
方
、
警
察
本
署
は
こ
の
間
も
被
告
人
に
対
す
る
取
調
を
継
続
し
て
い
た
よ
う
で
、　
〓

一月
二
五
日
に
は
新
た
な
仮
口
書
を
作
成
し
、

同
月
二
七
日
、
こ
れ
を

「警
第
九
九
二
号
」
と
し
て
静
岡
裁
判
所
札
問
掛
に
送
致
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「過
般
予
審
請
求
致
候
謀
殺
犯

□
ロ
カ
犯
時
二
着
用
セ
シ
衣
類
血
二
染
ミ
タ
ル
痕
跡
無
之
二
付
尚
推
糾
候
処
別
紙

（
一
二
月
二
五
日
付
仮
口
書
―
橋
本
）
之
通
供
吐
候
条

証
拠
品
相
添
此
段
申
進
候
也
」
と
い
う

〈□
は
氏
名
の
伏
字
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
以
下
、
同
じ
。）。

翌

一
八
八

一
（明
治

一
四
）
年

一
月

（日
不
明
〉、
さ
ら
に
究
明
を
要
す
る
点
が
出
来
し
た
た
め
、
純
問
判
事
は
沼
津
区
裁
判
所
純
間
掛

宛
て
に

「依
頼
書

（純
第
二
号
と

を
発
し
、
関
係
人
Ｄ
、
Ｅ
、
Ｆ
ら
の

「取
れ
方
」
を

「依
託
」
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
沼
津
区
裁
判
所

札
問
掛
は
、　
一
月

一
四
日
か
ら

一
九
日
に
か
け
て
二
人
の
取
純
を
行
い
、
そ
れ
ぞ
れ
口
書
を
作
成
し
た
。
そ
し
て
、
同
年

一
月
二
〇
日
、

沼
津
区
裁
判
所
純
間
掛
は
静
岡
裁
判
所
純
間
掛
宛
て
に
口
書
三
通
と
と
も
に

「回
答
書

（純
第
五
号
と

を
送
致
し
た
。

四 月
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純
間
判
事
に
よ
る
被
告
人
本
人
の
取
調
は

一
月
二
五
日
に
行
わ
れ
た
。
そ
の
日
の
取
調
結
果
は

「純
問
書

（明
治

一
三
年
第
二
三
号
と

と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、
被
告
人
に
読
み
間
か
せ
の
う
え
、
爪
印
が
命
じ
ら
れ
た
。
実
は
、
こ
の
絶
問
書
は
旧
来
の
回
書
に
相
当
す
る
も
の

で
あ
る
が
、
記
載
形
式
の
面
で
大
き
な
変
化
が
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
日
書
が
被
疑
者
の
物
語

（独
自
）
形
式
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、

純
問
書
は

（純
問
判
事
と
被
告
人
間
の
）
間
答
形
式
で
作
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
新
し
い
特
徴
を
有
す
る
。
こ
の
よ
う
な
問
答
形
式

で
の
供
述
調
書
作
成
は
純
問
判
事

「純
間
書
」
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
公
判
段
階
で
作
成
さ
れ
る
口
書
だ
け
で
な
く

（事
例

一
二
、
一
四
）、

警
察
作
成
の
仮
口
書
が
間
答
形
式
を
採
用
し
て
い
る
場
合
も
あ
っ
た

（事
例

一
二
、
一
五
）。

一
月
二
七
日
、
静
岡
裁
判
所
純
間
掛
は
、
静
岡
県

（警
察
本
署
）
宛
て
に
通
知

（純
第

一
四
号
）
を
送
り
、
下
調
の
結
果

（
「被
告
事
件

ハ
強
盗
殺
人
ノ
罪
質
ナ
リ
ト
認
定
候
し

を
通
知
す
る
と
と
も
に
、
証
憑
書
類

・
物
件
を
還
付
し
た
。
そ
し
て
同
日
、
被
告
人
に
対
し
て
も

「其
方
儀
鈴
木
文
五
郎
フ
殺
害
セ
シ
事
件
今
般
純
問
終
結
二
付
更
二
検
察
官
へ
還
付
ス
ル
」
旨
を
通
知
し
、
拘
留
期
間
の
延
長
を
申
し
付
け

た
。
曰
く
、
「其
方
儀
鈴
木
文
五
郎
ヲ
殺
害
セ
シ
事
件
札
間
中
拘
留
申
付
置
ク
処
更
二
入
監
申
付
ル
」。
下
調
開
始
に
あ
た
り
純
間
判
事
は

被
告
人
に

「拘
留
」
を
申
し
付
け
て
い
た
よ
う
だ
が
、
下
調
の
結
果
、
起
訴
相
当
と
判
断
さ
れ
た
た
め
、
再
び

「入
監
」
つ
ま
り
静
岡
監

獄
署
未
決
監

へ
の
収
監
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。
未
決
監

へ
の
被
告
人
の
収
容
は
遅
く
と
も
下
調
開
始
以
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

６^）
Ｚ
つ

。

二
月
七
日
、
静
岡
県
警
察
本
署
の

「当
該
官
」
（六
等
警
部
塚
本
京
太
、
八
等
警
部
吉
沢
吉
蔵
）
は

「求
判
書

（第
二
七
号
と

を
静
岡

裁
判
所
へ
送
致
し
、
公
判
請
求
を
行
っ
た
。
な
お
、
「送
致
目
録
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
と
き
同
時
に
送
致
さ
れ
た
の
は

「口
供
」
貧

八
八
〇

年

一
一
月
二
〇
日
付
被
疑
者
仮
口
書
の
こ
と
か
）、
「純
間
口
供
」
２

八
八

一
年

一
月
二
五
日
付
純
問
書
の
こ
と
か
）、
「原
籍
調
」
（上
多
賀

村
戸
長
作
成
）、
「
一
等
巡
査
具
申
書
」
２

八
八
〇
年
八
月

一
五
日
付
）、
「鈴
木
文
五
郎
原
籍
調
」、
「自
首
書
」
二
通
、
「受
書
」、
「検
視
書

―- 13 -―
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類
」
（検
視
明
細
書
、
検
案
書
な
ど
）、
「始
末
書
」
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、
警
察
官
吏
と
純
問
判
事
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
文
書
の
ほ
と

ん
ど
が

一
括
し
て
静
岡
裁
判
所
の
公
判
担
当
判
事
に
送
致
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

五
　
公
判

公
判
手
続
は
、
基
本
的
に
一
八
七
三

（明
治
六
）
年
二
月
二
四
日
司
法
省
第
二
二
号

「断
獄
則
例
」
に
即
し
て
―
―
も
ち
ろ
ん

一
定
の

変
容
を
蒙
り
つ
つ
も
―
―
行
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
断
獄
則
例
に
よ
れ
ば
、
公
判
で
は

「判
事

一
名
、
検
事

一
名
、
解
部

一
名
」
が
会
同

す
る
。
こ
の
う
ち
判
事
が

「専
ラ
推
間
二
任
」
じ
、
解
部
は
被
告
人
ら
の

「口
供
ヲ
登
記
」
し
、
検
事
は

「傍

二
在
テ
査
核
ス
」
る
と
い

う
役
割
分
担
で
あ
っ
た

（第
二
則
）。
判
事
は
、
公
判
初
席
に
お
い
て
被
告
人
の

「貫
趾
姓
名
年
齢
」、
「祖
父
母
父
母
ノ
存
没
」、
「妻
子
ノ

有
無
」
な
ど
を
問
い
、
そ
の
後
は
じ
め
て

「其
犯
罪
ノ
顛
末
ヲ
推
訊
」
す
る
。
解
部
は
被
告
人
の
供
述
を
詳
記
し
、
「式
」
に
よ
っ
て
罪
案

を
草
し
て
判
事
に
呈
出
す
る
。
判
事
は
こ
れ
を
検
事
に
示
し
、
再
び

「堂
」
（公
判
廷
）
を
開
き
、
被
告
人
を
召
喚
し
て
、
そ
の
供
述
に
照

ら
し

「覆
審
」
を
行
う
。
被
告
人
が

「反
異
」
し
な
け
れ
ば
、
解
部
は
被
告
人
に

「罪
案
フ
読
典
シ
拇
印
」
さ
せ
る

（第
六
則
）。

も
し
判
事
が

「或
ハ
他
ノ
案
件
ア
ル
ニ
遇
フ
テ
毎
次
在
ム
能

ハ
サ
ル
」
と
き
は
、
「初
席
推
間
」
だ
け
を
な
し
、
「嗣
後
解
部
二
委
シ
テ
究

訊
セ
シ
ム
」
る
こ
と
も
で
き
る

（第
二
則
）。
そ
の
場
合
は

「余
ノ
解
部

一
名
之
二
副
ト
シ
、
検
事
前
フ
照
シ
テ
会
同
シ
、
委
任
ノ
解
部
専

ラ
推
問
シ
副
口
供
フ
登
記
」
す
る

（第
七
則
）。
推
間
の
結
果
、
「其
実
フ
得
、
獄
成
」
る
な
ら
ば
、
解
部
は

「罪
案
フ
判
事
二
呈
シ
」、
判

事
は

「覆
審
シ
拇
印
フ
取
ル
」
（第
八
則
）。

要
す
る
に
、
公
判
は

「判
事

・
解
部
」
の
二
人
体
制
で
維
持
さ
れ
、
そ
の
進
行
状
況
を
検
事
が
監
視
す
る
と
い
う
仕
組
み
で
あ
っ
た

（第
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二
則
）。
こ
の
う
ち
解
部
は
判
事
の
書
記
的
役
割
を
担
う
も
の
と
さ
れ
て
い
た
が

（第
六
則
）、
そ
の
一
方
で
判
事
代
理
と
し
て
公
判
の
枢

要
部
分
を
担
う
場
合
も
あ
っ
た

（第
二
、七
則
）。　
一
人
七
五

（明
治
八
）
年
五
月
四
日
太
政
官
第
七
三
号
布
告

「判
事
解
部
ヲ
廃
シ
、
判

事
判
事
補
フ
置
キ
、
官
等
ヲ
定
ム
」
に
よ
り
、
解
部
は
判
事
補
に
改
め
ら
れ
た
垣
、
こ
れ
以
後
も
旧
来
の
判
事

・
解
部
の
役
割
分
担
は
そ

の
ま
ま

「判
事

・
判
事
補
」
の
体
制
に
引
き
継
が
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
本
件
の
場
合
、
公
判
手
続
は
ど
の
よ
う
に
進
行
し
た
の
か
。
公
判
担
当
判
事

（
「掛
し

は
、
判
事
中
尾
捨
部
、
判
事
補
三
田
智

周
の
二
名
で
あ
っ
た

（な
お
、
検
事

（静
岡
県
の
場
合
は
警
部
）
が
公
判
に
立
ち
会

っ
て
い
た
か
は
確
認
で
き
な
い
）。
た
だ
、
本
件
に
限

ら
ず
全

一
六
作
の
資
料
を
見
て
も
、
実
際
に
判
事
が

「専
ラ
推
間
二
任
」
じ
て
い
た
の
か
、
そ
れ
と
も
判
事
補
が
そ
の
代
理
を
務
め
て
い

た
の
か
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

公
判
初
席
が
い
つ
開
か
れ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
他
方
、
最
後
の
公
判
は

一
八
八

一
年
二
月
二
一
日
で
あ
っ
た
。
こ
の
日
、
掛
判
事

・

判
事
補
は
三
島
警
察
署
作
成
の
仮
口
書
、
静
岡
裁
判
所
純
問
係
作
成
の
回
書

（純
問
書
）
の
読
み
間
か
せ
を
行
い
、
被
告
人
か
ら

「申
立

シ
通
り
外
申
上
ク
ヘ
キ
儀
無
御
座
」
と
の
回
答
を
得
て
、
そ
の
旨
を
回
書
末
尾
に
記
載
し
て
、
爪
印
を
お
さ
せ
た
。
こ
れ
を
も
っ
て

「公

判
済
」
と
な
る
。

な
お
、
本
件
に
お
け
る
公
判
の
進
め
方
が
法
定
の
手
続
通
り
と
い
う
わ
け
で
な
か
っ
た
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
本
来
で
あ
れ
ば
、

一
八
七
三

（明
治
六
）
年
二
月

一
四
日
司
法
省
第

一
六
号

「罪
案
書
式
並
凡
例
更
正
」
の
定
め
る
書
式
に
従
］
、
掛
判
事

・
判
事
補
は
、

警
察
署
の
仮
口
書
や
純
間
判
事
の
純
問
書
と
は
別
に

「罪
案
」
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
罪
案
は
公
判
に
お
け
る
被
告
人
の
供
述

を
記
録
す
る
も
の

（日
書
）
で
、
末
尾
に
は
さ
ら
に
擬
律
案
が
書
き
込
ま
れ
る
。
本
件
で
は
こ
の
罪
案

（
日
書
）
の
作
成
が
省
略
さ
れ
、

既
述
の
よ
う
に
純
間
書
末
尾
に
被
告
人
の

「申
立
シ
通
り
外
申
上
ク
ヘ
キ
儀
無
御
座
」
旨
の
一
文
が
書
き
込
む
だ
け
で
あ
っ
た
。
本
件
と
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同
様
に
、
罪
案
書
式
並
凡
例
更
正
の
定
め
る
通
り
に
罪
案
書
式
を
作
成
し
て
い
な
い
の
は
全

一
六
件
中
四
作
（事
例

一
二
、
一
四
、
一
五
、
一
六
）

で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
も
作
成
時
期
が

一
人
八
〇
年
以
降
と
い
う
点
で
共
通
す
る
こ
と
か
ら
、
実
務
レ
ベ
ル
で
は
こ
の
頃
か
ら
次
第
に
罪
案

書
式
が
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

掛
判
事

・
判
事
補
は
、
さ
ら
に
左
の
よ
う
な
擬
律
案
を
作
成
し
た
。
そ
れ
は
、
三
島
警
察
署
作
成
の
仮
口
書
、
静
岡
裁
判
所
純
問
係
作

成
の
日
書

（純
間
書
）
の
内
容
を
踏
ま
え
、
本
件
に
お
い
て
適
用
す
べ
き
罰
条
と
量
刑
を
書
き
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

擬
律
案

持
兇
器
強
盗
人
ヲ
殺
ス
者

改
定
律
例
第
百
二
十
七
条
中
改
正
条
款

二
照
シ

斬

該
犯
ハ
鈴
木
文
五
郎

二
宿
怨
ア
ル
フ
以
テ
其
報
讐
ノ
為
メ
殺
害
セ
シ
旨
陳
供
ス
ト
雖
ト
モ
一
モ
之
二
適
応
ス
可
キ
徴
候
ア
ル
無
ク
而

シ
テ
松
本
自
仙
ガ
申
供
ス
ル
事
犯
現
場
ノ
景
況
暴
談
フ
以
テ
金
円
フ
強
請
シ
遂
二
之
ヲ
興

ヘ
ン
ト
ス
ル
ニ
臨
ミ
文
五
郎
ノ
阻
止
ス
ル

ニ
ヨ
リ
直
チ
ニ
斬
殺
シ
後
チ
自
仙
所
有
ノ
箪
笥
ノ
引
出
シ
ヲ
捜
索
セ
シ
形
跡
ア
ル
等
前
後
ノ
模
様
ヲ
推
視
ス
ン
バ
畢
寛
金
銭
ヲ
強
奪

ス
ル
ノ
ロ
的
ニ
ア
リ
テ
其
障
凝
ノ
為
メ
ニ
文
五
郎
フ
殺
害
セ
シ
モ
ノ
ト
認
定
ス
ル
ニ
足
レ
リ
因
テ
本
擬
ノ
如
シ

な
お
、
こ
の
擬
律
案
を
罪
案
書
式
の
雛
形
と
比
較
す
る
と
、
新
た
に
結
論
に
至
る
理
由

（論
拠
）
が
簡
潔
に
記
述
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
い
う
変
化
が
認
め
ら
れ
る
。

―- 16 -―
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工〈
　
大
審
院
批
可
と
判
決
言
渡

（宣
告
）

既
述
の
よ
う
に
本
件
は
死
罪
案
で
あ
る
。
死
罪
案
の
処
理
手
続
は
、　
一
八
七
七

（明
治

一
〇
）
年
二
月
一
九
日
太
政
官
第

一
九
号
布
告

「大
審
院
諸
裁
判
所
職
制
章
程
改
正
」
に
拠
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
章
程
中
の
地
方
裁
判
所
章
程
第
四
条

「死
罪
ハ
審
訊
シ
テ
文
案
証

憑
及
ヒ
擬
律
案
ヲ
具

へ
上
等
裁
判
所
二
逓
送
シ
其
行
下
ヲ
得
テ
宣
告
ス
」
に
よ
り
、
静
岡
裁
判
所
は
死
罪
案
に
関
す
る

「文
案
証
憑
」
や

「擬
律
案
」
を
東
京
上
等
裁
判
所
に
送
致
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
受
理

・
審
理
し
た
東
京
上
等
裁
判
所
は
、
上
等
裁
判
所
章
程
第
二
条

「各
地
方
裁
判
所
ヨ
リ
具
ス
ル
所
ノ
死
罪
フ
判
決
シ
テ
大
審
院
ノ
批
可
ヲ
取
り
然
ル
後
原
裁
判
所
二
付
シ
テ
宣
告
セ
シ
ム
」
に
し
た
が
い
、

さ
ら
に
大
審
院
の
批
可
を
請
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
後
、
大
審
院
の
批
可
は
東
京
上
等
裁
判
所
を
経
由
し
て
静
岡
裁
判
所
に
伝
達

さ
れ
、
そ
れ
を
受
け
て
静
岡
裁
判
所
は
被
告
人

へ
の
宣
告
を
行
う
と
い
う
手
順
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
諸
手
続
で
用
い
ら
れ
る
書
式
は
、
ま
ず

一
八
七
三

（明
治
六
）
年
二
月

一
四
日
司
法
省
第

一
六
号

「罪
按
書
式
並
凡
例
更
正
」

に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
の

「施
行
順
序
」
は
、
「各
裁
判
所
死
罪
フ
申
請
ス
ル
ハ
、
罪
案
二
通

（本
紙
写
書
）
フ
浄
写
シ

本
省

二
出
ス
、
本
省
擬
律
シ
テ
写
書
ノ
紙
尾
二
刑
名
フ
書
シ
諸
員
検
査
ノ
印
ヲ
押
シ
、
天
裁
フ
経
ル
ノ
後
、
其
擬
律
シ
タ
ル
写
書
ハ
省
中

二
留
メ
テ
編
纂
シ
本
紙
二
経
裁
ノ
刑
名
フ
書
シ
省
印
ヲ
押
シ
下
付
ス
」
と
規
定
し
た
。
そ
の
後
、
大
審
院
の
設
置
に
と
も
な
い
、　
一
八
七
五

（明
治
八
）
年

一
〇
月
二
七
日
司
法
省
番
外
達

「死
罪
擬
律
案
並
二
伺
書
等
ノ
書
体

一
定
」
が
定
め
ら
れ
、
上
等
裁
判
所
か
ら
大
審
院
に
死

罪
案
を
送
致
す
る
場
合
は
、
「罪
案
二
通

（正
副
と

を
差
し
出
し
、
「其
紙
尾
二
刑
名
フ
朱
書
」
す
る
。
そ
し
て
、
大
審
院
が

「審
閲
ノ
上

其
可
ト
ス
ル
者
」
は

「其
紙
尾
二

〔可
〕
ノ
字
フ
書
シ

〔院
印
〕
フ
捺
シ
テ
下
付
」
す
る
。
「其
否
ト
ス
ル
者
」
は

「更
二
擬
律
ノ
上
別
紙

フ
以
テ
下
付
」
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
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な
お
、
各
県

・
各
裁
判
所
が
提
出
す
べ
き
罪
案
書
類
の
本
数
に
つ
い
て
、　
一
八
七
六

（明
治
九
）
年

一
月
に
は
正
副
三
本
と
さ
れ
た
が

（
一
月

一
四
日
司
法
省
達
第
七
号
達

「死
囚
罪
案
ハ
正
副
三
本
フ
上
等
裁
判
所

へ
逓
送
セ
シ
ム
し
、　
一
月
も
経
た
な
い
う
ち
に
こ
れ
を
正
副

二
本
に
変
更
さ
れ

（
一
人
七
六
年

一
月
二
七
日
司
法
省
達
第

一
四
号
達

「死
囚
罪
案
上
等
裁
判
所
へ
逓
送
ノ
節
証
憑
正
副
二
本
ヲ
差
出
サ

セ
シ
ム
し
、
さ
ら
に
同
年
六
月
に
は
再
び
正
副
三
本
と
な
っ
た

（六
月
二
〇
日
司
法
省
達
第
五
八
号
達

「死
囚
証
憑
正
副
三
本
懲
役
終
身

証
憑
ハ
正
副
二
本
ヲ
差
出
サ
シ
ム
し
。
そ
し
て
、
こ
れ
以
後
、
擬
律
案
に
添
え
る
証
憑
書
類
は
三
本

（通
）
と
い
う
の
が
定
例
と
な
っ
た
。

そ
れ
で
は
こ
れ
ら

一
連
の
手
続
は
、
実
際
に
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
て
い
た
の
か
。
公
判
手
続
を
終
え
た
静
岡
裁
判
所
掛
判
事

・
判
事

補
は
、
静
岡
裁
判
所
刑
事
課
、
同
書
記
を
経
由
し
て
、
静
岡
裁
判
所
長
に
伺
を
差
し
出
し
た
。
左
に
事
例

一
五
の
伺
文
を
掲
出
す
る

（事

例

一
六
に
は
当
該
伺
文
は
含
ま
れ
て
い
な
い
）。

明
治
十
三
年
七
月
八
日

刑
事
課
（小
印
）

所
長
（小
印
）　
　
　
　
　
　
　
　
書
記
（小
印
）

死
罪
囚
罪
案
並
二
証
憑
書
類
東
京
上
等
裁
判
所
検
事
局
工
御
送
致
案
左
二
相
伺

ｊが
第
拾
エハ量山

口
県
長
門
国
厚
狭
郡

善
和
村
二
十
八
番
地
□
□
□
□
附
籍
士
族

□
□
□
□

―- 18 -―



右
之
者
別
紙
之
通
及
結
審
候
間
原
告
書
証
憑
書
類
三
通
り
及
ヒ
擬
律
宣
告
案
共
相
添
及
送
致
候
也

明
治
十
三
年
七
月

東
京
上
等
裁
判
所

検
事
局
御
中

（別
紙
略
）

静
岡
裁
判
所
員

判
事
中
島
錫
胤

静
岡
裁
判
所
長
の
裁
可
が
得
ら
れ
る
と

（
「七
月
八
日
」
は
裁
可
日
と
推
測
さ
れ
る
）、
こ
ん
ど
は
静
岡
裁
判
所
長
名
で
東
京
上
等
裁
判

書
、
証
憑
書
類

（三
通
）、
擬
律
案
、
宣
告
案
な
ど
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
原
告
書
と
宣
告
案
に
つ
い
て
は
説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

原
告
書
は
警
察
官
吏
が
作
成
し
た
調
書
で
、
罪
跡
発
党
の
原
由
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。　
一
八
七
六

（明
治
九
）
年

一
月

一
四
日
司
法

省
達
第
六
号
達

「罪
案
証
憑
擬
律
案

二
警
察
官
ノ
原
告
書
フ
添
附
セ
シ
ム
」
に
よ
っ
て
、
死
罪
案
を
上
申
す
る
際
に
添
付
す
る
こ
と
が
新

た
に
義
務
付
け
ら
れ
た
。
「警
察
官
吏
ノ
原
告
書
無
之
テ
ハ
罪
跡
発
覚
ノ
原
由
不
相
分
前
後
参
究
二
差
支
」
え
る
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で

あ
っ
た
。

宣
告
案
は
被
告
人
に
言
い
渡
す
べ
き
判
決
文
の
原
案
で
あ
る
。
も
と
も
と
原
裁
判
所
で
は
、
罪
案
と
は
別
に
、
被
告
人

へ
の
判
決
言
渡

の
た
め
に
宣
告
案
を
作
成
し
て
い
た
が
、　
一
八
七
九

（明
治

一
二
）
年

一
二
月
四
日
司
法
省
丙
第

一
五
号
達

「懲
役
終
身
以
上
ノ
擬
律
案

ヲ
差
出
ス
ト
キ
宣
告
案
添
付
」
に
よ
り
、
こ
れ
以
後
、
原
裁
判
所
が
懲
役
終
身
以
上
の
も
の
と
見
込
ん
で
文
案

。
証
憑

・
擬
律
案
を
上
等

静岡裁判所の刑事司法手続 ―治罪法施行以前の死罪事案を中心に一

所
検
事
局
地
に
擬
律
案
伺
な
ど

一
作
書
類
を
送
致
し
た
。
前
掲
資
料
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
と
き
送
致
さ
れ
た
書
類
は
、
原
告
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裁
判
所
へ
差
し
出
す
と
き
は
、
宣
告
案
を
副
え
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
。
事
例

一
六
の
宣
告
案
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

宣
告
案

静
岡
県
伊
豆
国
賀
茂
郡

上
多
賀
村
□
□
□
弟

平
民

□
□
□
□
□

其
方
儀
明
治
十
二
年
七
月
廿
九
日
同
村
長
津
宇
兵
衛
方
二
於
テ
刀

一
本
窃
取
之
フ
携
帯
シ
其
夜
同
村
景
徳
院

へ
趣
キ
住
職
松
本
自
仙

江
強
談
ノ
末
寄
留
人
鈴
木
文
五
郎
ヲ
殺
害

二
及
プ
モ
右
ハ
文
五
郎
二
宿
怨
ア
ル
フ
以
テ
復
讐
ノ
念
慮
ヨ
リ
為
セ
シ
旨
陳
弁
ス
ト
雖
ト

モ
一
モ
証
憑
ノ
徴
ス
可
キ
ナ
ク
却
テ
自
仙
ガ
申
供
ス
ル
如
ク
最
初
金
員
フ
強
請
セ
シ
ハ
己
二
其
方
ガ
ロ
供
卜
符
合
シ
遂
二
其
威
迫
ニ

届
従
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
臨
ミ
文
五
郎
ノ
阻
止
セ
シ
ヨ
リ
直
二
抜
刀
斬
害
シ
ユ
同
寺
坐
敷
二
在
ル
箪
笥
ヲ
引
明
テ
捜
索
セ
シ
形
跡
ア
ル
等

事
犯
現
場
ノ
模
様
ヲ
推
測
ス
ン
バ
全
ク
強
盗
ノ
ロ
的
二
在
テ
其
障
凝
ヲ
受
ル
為
メ
文
五
郎
ヲ
斬
殺
セ
シ
モ
ノ
ト
認
定
ス
ル
ニ
足
ル
因

テ
右
科
改
定
律
例
第
百
二
十
七
条
中
改
正
条
款
持
兇
器
強
盗
人
ヲ
殺
ス
者
二
照
シ
斬
罪
申
付
ル

さ
て
、
擬
律
案
を
受
理
し
た
東
京
上
等
裁
判
所
検
事
局
は
、
擬
律
案

「審
閲
」
の
た
め
、
担
当
判
事
に
当
該
案
件
を
回
付
し
た
と
推
測

さ
れ
る
。
事
例

一
六
で
言
え
ば
、　
一
八
八

一
年
四
月
某
日
、
東
京
上
等
裁
判
所
判
事
山
根
秀
介
が
審
閲
を
担
当
し
、
原
裁
判
所
の
擬
律
案

を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
承
認
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
結
果
を
も
っ
て
、
四
月
二
〇
日
、
「東
京
上
等
裁
判
所
判
事
山
根
秀
介
」
は
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【表2】 大審院宛擬律伺日程表

6 5 4 3 2 1 7

手続

事例番号

79 12 04 79 10 28 79 10 06 79 03 14 79 03 07 78 11 22 78 07 24 780419
擬律案伺

(静岡→上等裁)

791215 (不明) 790325 790408 781224 780813 (不明)

擬律案伺
(上等裁→大審院)

791225 791202 791030 790411 79 04 29 790122 780828 780430
大審院批可通達
(■等裁→静岡)

(不 IIF) 791205 791103 790415 (不明) 790123 (不明) 780504
静岡裁判所宣告
(静岡→被告人)

【出典】国立公文書館所蔵内閣文庫『府県史料 (静岡県)J29(処刑)よ り作成。

「大
審
院
長
判
事
岸
良
兼
養
」
宛
に
擬
律
案
の
批
可
を
請
求
し
た
。
日

く
、
「右
別
紙
口
供
遂
審
閲
候
間
擬
律
相
附
シ
請
批
可
候
也
」。

大
審
院
の
中
で
誰
が
ど
の
よ
う
に
批
可
を
行
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ

る
。
結
果
的
に
上
等
裁
判
所
の
上
申
に
問
題
が
な
け
れ
ば
、
「可
」
の
一

文
字
を
書
き
、
「大
審
院
」
の
印
を
捺
し
て
上
等
裁
判
所
に
下
げ
戻
す
と

い
う
、
定
規
通
り
の
取
扱
い
が
な
さ
れ
た
。
上
等
裁
判
所
は
さ
ら
に
そ

の
旨
を
原
裁
判
所
に
通
知
す
る
。
曰
く
、
「大
審
院
批
可
別
紙
之
通
候
条

此
旨
相
達
候
事
但
証
憑
正
本
還
付
候
事
」。
大
審
院
批
可
の
通
知
を
受
け

た
原
裁
判
所
は
、
直
ち
に
被
告
人
に
対
す
る
宣
告

（判
決
言
渡
）
を

行
っ
た
。
な
お
参
考
ま
で
に
、
こ
の
間
の
手
続
に
ど
の
程
度
の
時
日
を

要
し
た
の
か
、
参
考
ま
で
に
い
く
つ
か
事
例
を
紹
介
し
て
お
き
た
い

∩
表
二
】
参
照
）。
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お
わ
り
に

本
稿
が
対
象
と
し
た
時
期
区
分

〔三
〕
は
、
本
稿
の
い
う
垂
直
的
手
続
構
造
と
水
平
的
手
続
構
造
が
併
存
す
る
と
い
う
意
味
で
過
渡
的

な
時
期
で
あ
っ
た

（
一
八
八
二
年

一
月

一
日
治
罪
法
の
施
行
を
も
っ
て
水
平
的
手
続
構
造
に
全
面
的
に
転
換
す
る
）。
こ
の
時
期
の
裁
判
手

続
を
具
体
的
に
解
明
し
た
結
果
、
明
治

一
〇
年
代
前
半
だ
け
を
み
て
も
当
時
の
刑
事
裁
判
手
続
の
漸
次
的
変
化
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
す
な
わ
ち
、
第

一
に
、　
一
八
七
三
年
司
法
省
第

一
六
号
罪
案
書
式
の
形
骸
化
に
端
的
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
「事
務
処
理
の
簡
素
化

・

効
率
化
」
の
流
れ
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
に
、
大
審
院
批
可
手
続
書
類

へ
の
原
告
書
や
宣
告
書
の
追
加
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

「繁
文
化
」
の
流
れ
も
顕
著
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

一
見
相
反
す
る
よ
う
に
み
え
る
こ
れ
ら
の
変
化
に
通
底
す
る
の
は
、
裁
判
所
が
警
察
作

成
調
書

へ
の
依
存
度
を
次
第
に
強
め
て
い
っ
て
い
る
と
い
う
傾
向
性
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
第
二
に
、
こ
の
時
期
に
裁
判
所
が

問
答
形
式
型
口
書
を
導
入
し
、
警
察
署
も
ま
た
部
分
的
に
導
入
し
つ
つ
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
注
目
す
べ
き
変
化
で
あ
る
。
近
世
的
伝
統

と
の
断
絶
で
あ
る
。

最
後
に
今
後
の
課
題
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
「は
じ
め
に
」
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
で
復
原
を
試
み
た
の
は
も
っ
ぱ
ら
死
罪
事
案

に
関
す
る
刑
事
司
法
手
続
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
、
公
判
手
続
は
上
等
裁
判
所
を
経
由
し
て
大
審
院
の
批
可
を
得
れ
ば
完
結
す
る
。
し
か

し
、
死
罪
事
案
以
外
は
こ
れ
と
は
異
な
る
手
続
が
用
意
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
懲
役
終
身
事
案
は
上
等
裁
判
所
の
批
可
を
要
し

（上

等
裁
判
所
章
程
第
二
条

「各
地
方
裁
判
所
ヨ
リ
送
呈
ス
ル
所
ノ
終
身
懲
役
罪
案
フ
審
批
ス
し
、
死
罪
と
懲
役
終
身
以
外
の
事
案
は
地
方
裁

判
所

（事
案
に
よ
っ
て
は
区
裁
判
所
）
の
裁
判
権
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
た

（再
度

【図

一
】
を
参
照
さ
れ
た
い
）。
本
稿
は
そ
の
う
ち
の
一
つ
に

つ
い
て
簡
単
な
検
討
を
加
え
た
に
す
ぎ
な
い
。
今
後
は
残
り
二
つ
の
刑
事
司
法
手
続
に
つ
い
て
も
解
明
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。
た
だ
、
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静
岡
裁
判
所
の
裁
判
資
料

（原
本
）
は
す
で
に
失
わ
れ
て
い
る
だ
け
に
、
こ
れ
以
上
の
探
求
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
今
後
は
、

国
立
公
文
書
館
つ
く
ば
分
館
所
蔵
の
下
田

・
掛
川
両
区
裁
判
所
文
書
を
分
析
し
、
区
裁
判
所
に
お
け
る
刑
事
司
法
手
続
の
実
態
を
解
明
し

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

本
稿
に
は
も
う

一
つ
、
検
討
す
べ
き
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
行
政
権
に
よ
る
司
法
権

へ
の
介
入
に
つ
い
て
で
あ
る
。
か
つ
て

中
山
勝
氏
は
、
神
奈
川
県
で
起
き
た
真
土
村
農
民
騒
擾
事
件
裁
判
に
お
い
て
、
太
政
大
臣
三
条
実
美
ら
が
被
告
人
の
減
刑
を
目
的
に
神
奈

川
裁
判
所
の
死
刑
判
決
に
介
入
し
た
事
実
を
詳
細
に
解
明
し
た
。
そ
の
裁
判
で
は
、
本
稿
で
述
べ
た
通
常
の
裁
判
手
続
と
は
異
な
る
異
例

の
事
態
が
現
出
し
た

（本
作
の
推
移
に
つ
い
て
は

【表
三
】
を
参
照
）。
そ
の
な
か
で
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
太
政
大
臣
三
条
実
美
の

裁
判

へ
の
介
入
意
図

（減
刑
要
求
）
を
太
政
官
、
司
法
省
、
裁
判
所
い
ず
れ
の
機
関
も
否
定
し
な
か
っ
た
―
―
む
し
ろ
肯
定
的
に
受
け
止

め
て
い
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
―
―
と
い
う
事
実
、
し
か
し
、
他
面
で
三
条
の
意
向
は
大
政
官
司
法
部
の
見
解

（神
奈
川
裁
判
所
の

宣
告
前
に
介
入
す
る
の
は
不
適
で
あ
り
、
裁
判
宣
告
後
に
検
事
章
程
第
二
条
に
従

っ
て
減
刑
措
置
を
執
る
べ
き
で
あ
る
）
に
即
し
て
実
現

さ
れ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
太
政
官
政
府
は

一
方
で
裁
判
過
程
の
自
律
性
を
尊
重
し
て
判
決
内
容

へ
の
直
接
的
介
入
を
回
避

し
つ
つ
、
他
方
で
す
で
に
制
度
化
さ
れ
た
事
後
的
修
正
手
続
に
よ
っ
て
自
ら
の
意
思
を
貫
徹
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
処
理
の
仕

方
が
当
時

一
般
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
か
と
い
う
点
は
な
お
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
だ
ろ
知
。
こ
れ
も
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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【表3】 真土村農民騒援事件裁判

裁判所の刑事司法手続 太政官その他の動向

1878 10 26 真土村農民騒擾事件発生

10 30
容疑者全員捕縛
(神郷‖県による取調開始)

11 21
神奈川県下三郡村民総代190名 、神奈川県令
に減刑嘆願書提出

12 09
神郷 ‖賄 、右大臣岩倉具視と内務卿伊藤博
文に上申 (1226太政大臣

=条
実美に上申)

1879 01 14 内務卿、当該書類を司法卿大木喬任に回送

01 18
太政大臣、司法卿に照会 (1大審院批下前ニ

若口供致一見度候条御差出可有之J)

01 22
司法卿より大審院・東京上等裁判所・横浜裁
判所へ達 (「～以前一応可申出J)

神剰川県、横浜裁判所へ求判

“

訴)

03 08
横浜裁判所で被告人全員口供書
に調印

横浜裁判所、東京上等裁判所ヘ

擬律案を上申

03 11
神刻川県より司法省宛検事章程第3条の儀に

付伺 (320司法省指ω

05 21
神剰‖県令、減刑嘆願書を太政大臣三条に上
申 (そ の後も数度上申)

06 09
東京上等裁判所、擬律案に付大
審院の批可を請う

07 04
大審院長玉乃世履より司法卿宛上申 (「本件
書類審閲批可裁決候J)

07 08 司法卿より太政大臣宛上申

1880 03 03
太政官司法部に諮問 (325司法部は、裁判宣
告前の詮議は不当、相当の裁判宣告後に検事
章程第3条に従い処理、と具申)

大審院、批可を東京上等裁判所
へ通達

東京上等裁判所、大審院批可を
横浜裁判所へ通達

05 08
司法省、大審院長に通達 (「御差出ノ書類今
般太政官ヨリ返却J)、 横浜裁判所長に申入

05 17
司法卿より横浜裁判所長へ達 (「刑宣告見合
之義¨ 最早其儀二不及」)

05 20 横浜裁判所、被告人に刑を宣告

神刻‖県令、司法卿に死刑判決の被告人5名

の減刑を嘆願 (525司法卿、太政大臣に伺)

05 29 被告人減刑の儀に付天皇裁可 (61言渡)

【出典】中山勝『明治初期刑事法の研究J慶応通信、1990年、277頁以下、から作成。
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（↓
国
立
公
文
書
館
所
蔵
内
閣
文
庫

『駿
河
国
史
』
第
二
輯

（材
料

・
処
刑
書
類

（明
治

一
一
―

一
四
年
》
。

２^
司
法
職
務
定
制
に
つ
い
て
は
、
お
も
に

「司
法
研
究

（報
告
書
第
二
十

一
輯
四
）
―
司
法
警
察
制
度
』
（司
法
省
調
査
課
、　
一
九
二
七
年
）、
染
野
義
信

「裁
判

制
度
」
（鵜
飼
信
成
ほ
か
編

「講
座
日
本
近
代
法
発
達
史
』
六
、
勁
草
董
房
、　
一
九
五
九
年
、
の
ち
同

『近
代
的
転
換
に
お
け
る
裁
判
制
度
」
勁
草
董
房
、　
一
九
八
八

年
、
再
録
）、
福
島
正
夫

「司
法
職
務
定
制
の
制
定
と
そ
の
意
義
―
江
藤
新
平
と
ブ
ス
ク
の
功
業
」
「
法
学
新
報
』
八
三
巻
七
・八
・九
号
、　
一
九
七
七
年
五
月
、
の

ち
福
島
正
夫
著
／
吉
井
蒼
生
夫
編

『福
島
正
夫
著
作
集
』
第

一
巻
、
勤
草
書
一房
、　
一
九
九
二
年
、
所
収
）、
霞
信
彦

「近
代
司
法
制
度
の
源
流
を
た
ず
ね
て
―
実

像
の
司
法
職
務
定
制
」

一
～
四

（『Ｚ
”
ぼ
』
七
六
四
号
、
七
六
六
号
、
七
七
〇
号
、
七
七
二
号
、
七
七
五
号
、
二
〇
〇
三
年
七
月

一
日
、
同
年
八
月

一
日
、
同
年

一
〇
月

一
日
、
同
年

一
一
月

一
日
、
同
年

一
二
月

一
五
日
、
の
ち
同

『矩
を
鍮
え
て
―
明
治
法
制
史
断
章
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
、
所
収
）、
山

口
亮
介

「明
治
初
期
に
お
け
る

「司
法
』
の
展
開
過
程
に
関
す
る
一
試
論
―
プ
ス
タ
・
江
藤
新
平
と
司
法
職
務
定
制
」
亀
法
政
研
究
』
七
七
巻
〓
号
、
二
〇

一
〇

年

一
二
月
）
な
ど
を
参
照
。

↑
二
福
島
正
夫
著
作
集
』
第

一
巻
、
八
三
頁
。

こ^
な
お
、
翌

一
八
七
六
年
九
月

一
三
日
太
政
官
第

一
一
四
号
布
告
に
よ
り
府
県
裁
判
所
は
地
方
裁
判
所
に
変
更
さ
れ
た
。
ま
た
、
大
審
院
諸
裁
判
所
章
程
で
は
言

及
さ
れ
な
か
っ
た
区
裁
判
所
も
、
同
年
九
月
二
七
日
司
法
省
達
第
六
六
号
達

「区
裁
判
所
仮
規
則
」
に
よ
っ
て
そ
の
組
織

・
権
限
が
整
備
さ
れ
た
。

こ^
裁
判
事
務
心
得
に
関
す
る
近
年
の
研
究
と
し
て
、
小
沢
奈
々

「「条
理
』
の
法
思
想
史
―
明
治
八
年
太
政
官
第

一
〇
三
号
布
告
論
小
史
」
（鈴
木
秀
光
ほ
か
編
著

『法
の
流
通
』
慈
学
社
、
二
〇
〇
九
年
、
所
収
）
が
あ
る
。

（ε
従
前
は
、
司
法
職
務
定
制
第
五
八
条

「〔府
県
裁
判
所
は
〕
流
以
下
ノ
刑
フ
裁
断
ス
ル
コ
ト
フ
得
ヘ
シ
死
罪
及
疑
獄
ハ
本
省

二
伺
ヒ
出
テ
其
処
分
ヲ
受
ク
」、
同

第
五
九
条

「重
大
ノ
詞
訟
及
他
府
県
二
関
渉
ス
ル
事
件
裁
決
シ
難
キ
者
ハ
本
省
二
伺
ヒ
出
ヘ
シ
」
に
よ
り
、
死
罪
事
件
、
疑
獄
事
件
、
重
大
詞
訟
、
他
府
県
干
渉

事
件
中
の
裁
決
困
難
事
件
）
に
つ
い
て
は
、
府
県
裁
判
所
は
司
法
省

（断
刑
課
、
明
法
寮
）
に
伺
い
出
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
。

↑
（
二
〕
司
法
職
務
定
制
期
の
刑
事
裁
判
を
扱

っ
た
も
の
と
し
て
、
手
塚
豊

「明
治
六
年

・
天
草
血
税

一
撲
裁
判
小
考
」
奪
法
学
研
究
』
五
九
巻
五
号
、　
一
九
八
六

年
五
月
）
、
同

「明
治
六
年

・
度
会
県
矢
野
村
農
民
騒
動
小
考
」
（手
塚
編
著

「近
代
日
本
史
の
新
研
究
』
八
、
北
樹
出
版
、　
一
九
九
〇
年
）
な
ど
、
氏
に
よ
る
一

連
の
農
民
騒
擾
裁
判
研
究
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
藤
日
弘
道

「府
県
裁
判
所
の
一
詢
―
足
柄
裁
判
所
の
場
合
」
奮
法
学
研
究
』
四
六
巻
五
号
、　
一
九
七
三
年
五
月
、

の
ち
同

『新
律
綱
領

・
改
定
律
例
編
纂
史
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇

一
年
、
所
収
）、
藤
原
明
久

「明
治
六
年
に
お
け
る
京
都
府
と
京
都
裁
判
所
と
の

裁
判
権
限
争
議

（上
Ｘ
下
）
―
裁
判
権
独
立
過
程
の
一
断
面
」
翁
神
戸
法
学
雑
誌
』
三
四
巻
三
号
、
四
号
、　
一
九
八
四
年

一
二
月
、　
一
九
八
五
年
二
月
）、
霞
信
彦
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「明
治
初
期
刑
事
法
の
基
礎
的
研
究
」
（慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、　
一
九
九
〇
年
）、
同

『矩
を
鍮
え
て
―
明
治
法
制
史
断
章
』
（慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七

年
）、
中
山
勝

『明
治
初
期
刑
事
法
の
研
究
』
（慶
応
通
信
、　
一
九
九
〇
年
）、
村
上

一
博

「府
県
裁
判
所
草
創
期
の
聴
訟

・
断
獄
手
続
―
新
治
裁
判
所

「四
課
略

則
」
（二
松
学
舎
大
学
中
洲
文
庫
所
蔵
）（資
料
と

∩
法
律
論
叢
』
六
六
巻
三
号
、　
一
九
九
二
年

一
二
月
）、
上
野
利
三

『明
治
初
期
騒
擾
裁
判
の
研
究
』
（北
樹
出

版
、　
一
九
九
六
年
）、
同

『近
代
日
本
騒
擾
裁
判
史
の
研
究
」
（多
賀
出
版
、　
一
九
九
八
年
）、
な
ど
が
あ
る
。

次
に
、
雪
し

大
審
院
諸
裁
判
所
期
の
刑
事
裁
判
を
扱

っ
た
も
の
と
し
て
、
こ
こ
で
も
ま
ず
手
塚
豊
氏
の
一
連
の
研
究
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え

ば
、
同

「秋
田
事
件
裁
判
考
」
↑
法
学
研
究
」
三
五
巻

一
号
、　
一
九
六
二
年

一
月
、
の
ち

「手
塚
豊
著
作
集
第

一
巻

・
自
由
民
権
裁
判
の
研
究

（上
〓

慶
応
通

信
、　
一
九
八
二
年
、
所
収
）、
同

「秋
田
事
件
裁
判
関
係
資
料
」
∩
法
学
研
究
』
二
五
巻
九
号
、　
一
九
六
二
年
九
月
、
の
ち

『手
塚
豊
著
作
集
第

一
巻

。
自
由
民
権

裁
判
の
研
究

（上
ど

慶
応
通
信
、　
一
九
八
二
年
、
所
収
）、
同

「明
治
十
二
年

・
熊
本
高
神
党
事
件
小
考
」
（手
塚
編
著

『近
代
日
本
史
の
新
研
究
』
四
、
北
樹
出

版
、　
一
九
八
五
年
）、
同

「明
治
六
年

・
天
草
血
税

一
揆
裁
判
小
考
」
翁
法
学
研
究
」
五
九
巻
五
号
、　
一
九
八
六
年
年
五
月
）
な
ど
。
さ
ら
に
丼
上
五
郎

「明
治
初

期
の
名
古
屋
に
お
け
る
刑
事
裁
判
書
拾
い
読
み
」
「
法
律
の
ひ
ろ
ば
』
二
九
巻
三
号
、　
一
九
八
六
年
二
月

〔日
本
法
律
家
協
会
名
古
屋
支
蔀
発
行

「法
曹
な
ご
や
」

四
五
巻
よ
り
転
載
し
、
寺
崎
修

「明
治
十
四
年

・
自
由
党
集
会
条
例
違
犯
事
件
の
一
考
察
」
（手
塚
豊
編
著

「近
代
日
本
史
の
新
研
究
』
Ⅳ
、
北
樹
出
版
、　
一
九
八
五

年
）、
中
山
勝

「明
治
十

一
年

・
神
奈
川
県
真
土
村
農
民
騒
擾
事
件
裁
判
小
考
」
（手
塚
豊
編
著

『近
代
日
本
史
の
新
研
究
」
Ⅳ
、
北
樹
出
版
、　
一
九
八
五
年
、
中

山

『明
治
初
期
刑
事
法
の
研
究
』
慶
應
通
信
、　
一
九
九
〇
年
、
所
収
）、
岩
谷
十
郎

『明
治
日
本
の
法
解
釈
と
法
律
家
」
（慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇

一
二
年
）、

な
ど
が
あ
る
。

な
お
、
宣

〕
府
藩
県
〓
治
制
期
の
刑
事
裁
判
に
つ
い
て
も
、
手
塚
豊
氏
を
は
じ
め
数
多
く
の
研
究
者
の
手
に
よ
っ
て
す
ぐ
れ
た
実
証
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て

き
て
い
る
が
、
紙
幅
の
都
合
に
よ
り
、
具
体
的
に
論
文
名
を
挙
げ
る
こ
と
は
省
略
す
る
。

じ^
霞

『明
治
初
期
刑
事
法
の
基
礎
的
研
究
』

一
頁
以
下
、　
一
八
三
頁
以
下
、
同

『矩
を
鍮
え
て
』

一
二
八
頁
以
下
。
な
お
、
近
世
日
本
の
司
法
を

「伺

。
指
令
型

司
法
」
と
し
て
特
徴
づ
け
る
も
の
と
し
て
、
大
平
祐

一

「近
世
日
本
の

『伺

・
指
令
型
司
法
Ｌ

（『立
命
館
法
学
』
第
二
八
六
号
、
二
〇
〇
二
年
六
月
、
後
に
同

『近
世
日
本
の
訴
訟
と
法
』
創
文
社
、
二
〇

一
三
年
、
所
収
）
が
あ
る
。

（３
岩
谷

『明
治
日
本
の
法
解
釈
と
法
律
家
』
六
七
頁
以
下
、　
一
三
九
頁
以
下
。

り^
そ
れ
ぞ
れ
を
垂
直
的
手
続
構
造
、
水
平
的
手
続
構
造
と
し
て
概
念
化
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「明
治
初
年
に
お
け
る
聴
訟
事
務
―
民
部
官

・
民
部
省
を

中
心
に
」、
『静
岡
大
学
法
政
研
究
」

一
五
巻
二
＝
三
―
四
号
、
二
〇

一
一
年
二
月
、　
一
一
四
頁
以
下
、
参
照
。

- 26 -



静岡裁判所の刑事司法手続 ―治罪法施行以前の死罪事案を中心に一

し^
な
お
、
本
稿
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
別
稿
に
お
い
て
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
併
せ
て
ご
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
拙
稿

「明
治

一
〇
年
代
前

半
静
岡
裁
判
所
に
お
け
る
刑
事
司
法
手
続
」
∩
静
岡
県
近
代
史
研
究
』
三
八
、
一一〇

一
三
年

一
〇
月
）。

（じ
さ
ら
に
遡
れ
ば
、
司
法
警
察
制
度
の
濫
傷
は
司
法
職
務
定
制
に
求
め
ら
れ
る
。
同
第
六
章

「検
事
職
制
」、
第
七
章

「検
事
章
程
」、
第
八
章

「地
方
遅
卒
兼
逮

部
職
制
」、
第
九
章

「捕
亡
章
程
」
が
そ
れ
で
あ
る
。　
一
八
七
四
年

一
月
二
八
日
太
政
官
第

一
四
号
達

「検
事
職
制
章
程
司
法
警
察
規
則
」
は
、
こ
れ
ら
の
規
定

を
司
法
職
務
定
制
中
か
ら
分
離
し
改
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

（じ

こ
の
規
定
は

一
七
九
五
年
フ
ラ
ン
ス
刑
法
中
の
規
定

「行
政
警
察

ハ
国
家
及
各
地
方
二
於
ケ
ル
公
ノ
秩
序
ヲ
維
持
シ
犯
罪
フ
防
止
ス
ル
フ
ロ
的
ト
シ
司
法
警
察

ハ
犯
罪
者
フ
探
索
ン
テ
逮
捕
ス
ル
フ
ロ
的
ト
ス
」
を
模
し
た
も
の
で
、
司
法
警
察
の
概
念
は
警
保
助
兼
大
警
視
川
路
利
良
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
か
ら
輸
入
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
と
い
う

（『司
法
研
究

（報
告
書
第
二
十

一
輯
四
と
　
一
頁
）。

（じ
検
事
職
制
章
程
司
法
警
察
規
則
が
犯
人
の

「探
索
」
「逮
捕
」、　
つ
ま
り
捜
査
活
動
を
も
つ
て
司
法
警
察
概
念
を
定
義
づ
け
て
い
る
の
に
対
し
、
司
法
警
察
仮
規

則
は

「探
索
」
「検
視
」
「事
証
」
収
集
だ
け
で
な
く
、
「裁
判
所
二
付
ス
」
こ
と

（起
訴
）
ま
で
も
司
法
警
察
概
念
に
含
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
に
対
応
し
て

（後
述
す
る
よ
う
に
）
警
察
官
吏
だ
け
で
な
く
検
事
ま
で
も

「司
法
警
察
官
」
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
明
ら
か
に
フ
ラ
ン
ス
治
罪
法
の
影
響
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
フ
ラ
ン
ス
治
罪
法
第
八
条
は
、
司
法
警
察
を
重
罪

・
軽
罪
　
違
警
罪
を
捜
査
し
、
そ
の
証
拠
を
収
集
し
、
犯
人
を
裁
判
所
に
送
致
す
る
も
の
と
規
定
す
る

と
と
も
に
、
始
審
裁
判
所
検
事
正
お
よ
び
予
審
判
事
を
も
司
法
警
察
官
と
し
て
い
る

（『司
法
研
究

（報
告
書
第
二
十

一
輯
四
と

二
頁
）。
な
お
、
司
法
警
察
仮

規
則
に
つ
い
て
は
、
明
治
法
制
経
済
史
研
究
所
編

『元
老
院
会
議
筆
記
」
前
期
第

一
巻
、
財
政
経
済
学
会
、　
一
九
四
三
年
、　
三
二
七
頁
以
下
、
参
照
。

じ^
司
法
警
察
仮
規
則
制
定
以
前
は
、　
一
八
七
四
年

一
〇
月
二
日
太
政
官
第

一
三
二
号
達

「司
法
警
察
事
務
フ
当
分
使
府
県
へ
委
任
ス
」
に
よ
っ
て
、
地
方
官
に
司

法
警
察
事
務
を
委
任
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
そ
れ
以
前
は
、　
一
八
七
四
年
二
月

一
五
日
内
務
省
丙
第
六
号
達

「司
法
警
察
ノ
儀
出
張
検
事
局
へ
協
議

セ
シ
ム
」
に
よ
り
、
京
都
府
ほ
か

一
二
府
県
に
対
し
て
、
司
法
警
察
事
務
に
つ
い
て

「出
張
検
事
局
」
と
の
協
議
を
義
務
づ
け
た
。
な
お
、
出
張
検
事
局
と
は
、

一
八
七
三
年
四
月

一
〇
日
司
法
省
達

「各
府
県
裁
判
所
出
張
検
事
局
分
課
フ
定
メ
之
二
照
準
セ
シ
ム
」
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（じ

一
八
八

一
年
六
月
二
九
日
静
岡
県
甲
第

一
〇
四
号

「静
岡
裁
判
所
検
事
高
津
雄
助
着
任
事
務
取
扱
ノ
件
」、
同
年

一
〇
月
二
六
日
静
岡
県
甲
第

一
六
五
号

「静

岡
裁
判
所
浜
松
支
庁
工
検
事
石
澤
命
文
着
任
事
務
取
扱
ノ
件
」
（静
岡
県
編

「沿
革
静
岡
県
諸
達
類
衆
目
録
」
小
林
喜
作
、　
一
八
八
四
年
、
三
六
六
、七
頁
）。
な

お
、
静
岡
県
は
、
検
事
の
配
置
に
と
も
な
い
、　
一
八
八

一
年
六
月
二
〇
日
、
警
察
本
署
、
各
警
察
署
に
対
し
て
、
静
岡
県
規
第

一
六
号
達

「司
法
警
察
事
務
上
ノ

疑
義
ハ
検
事
ノ
指
揮
フ
受
ケ
シ
ム
」
を
下
達
し
た
。
さ
ら
に
同
年
七
月

一
日
静
岡
県
規
第

一
九
号
達

「司
法
警
察
二
係
ル
事
件
検
事

へ
報
告
」
（司
法
警
察
に
係
る
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重
大
事
件
が
発
生
し
た
と
き
は
速
に
警
察
本
署
、
静
岡
裁
判
所
検
事
に
報
告
す
る
こ
と
）、
同
年

一
〇
月
二
五
日
静
岡
県
規
第
二
七
号
達

「司
法
警
察

二
係
ル
事

件
検
事

へ
報
告
」
（司
法
警
察
に
係
る
重
大
事
件
の
う
ち
静
岡
裁
判
所
浜
松
支
庁
管
内
に
属
す
る
も
の
は
警
察
本
署
、
浜
松
支
庁
検
事
に
報
告
す
る
こ
と
）
を
各
警

察
署
に
下
達
し
た

（『類
楽
警
察
要
務
』
乙
、
静
岡
県
警
察
部
、
明
治
二
七
年
、　
三
全
一四
頁
）。　
一
八
八

一
年
八
月
時
点
で
静
岡
裁
判
所
に
配
属
さ
れ
た
の
は
、

検
事

・
高
津
雄
介
、
検
事
補

・
楢
崎
景
佑
、
同

・
香
取
新
之
助

（静
岡
県
四
等
警
部
）、
同

・
吉
澤
良
蔵

（静
岡
県
七
等
警
部
）、
同

・
酒
依
昌
徳

（静
岡
県
八
等

警
部
）
で
あ
っ
た

（『明
治
十
四
年
八
月

一
日
改
静
岡
裁
判
所
職
員
録
』
提
醒
社
、　
一
八
八

一
年
、
六
頁
）。

じ^
な
お
、
非
現
行
犯
に
つ
い
て
は
、
わ
ず
か
に

「書
類
フ
検
シ
」
ま
た
は

「
一
応
間
訊
」
す
る
と
定
め
る
だ
け
で
、
原
則
と
し
て
司
法
警
察
官
に
強
制
処
分
権
限

を
認
め
な
か
っ
た

（第
二
二
条
）。

（じ

こ
こ
に
い
う

「報
知
」
と
は
、
具
体
的
に
は
人
民
に
よ
る
吟
味
願
や
検
視
願
な
ど
の
提
出
を
意
味
す
る
。
吟
味
願
は
、　
一
八
七
五
年

一
二
月
二
七
日
司
法
省
達

第
四
七
号
達

「自
今
吟
味
願
ハ
警
察
官
二
於
テ
取
扱
ハ
ン
ム
」
の
制
定
以
後
は
、
警
察
官
に
よ
っ
て
受
理
さ
れ
た
。
そ
の
後
、　
一
八
八

一
年

一
月

一
五
日
司
法
省

甲
第

一
号
布
達

「吟
味
願
フ
廃
シ
純
問
判
事
検
事
又
ハ
警
察
官
二
告
訴
セ
ン
ム
」
に
よ
っ
て
吟
味
願
は
廃
止
さ
れ
、
代
わ
り
に
告
訴
手
続
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。

じ^
現
行
犯
と
は

「現
二
行
フ
罪
犯
及
現
二
行
ヒ
終
リ
タ
ル
罪
犯
」
を
い
う

（司
法
警
察
仮
規
則
第

一
二
条
）。

お
こ
検
視
明
細
書
」
に
よ
れ
ば
、
熱
海
分
署
長
ら
は

「現
場
二
至
り
、
戸
長
倉
日
直
平
二
、
被
害
人
年
齢
相
貌
格
骨
フ
詳
記
、
三
島
宿
戸
長
役
場

へ
照
会
、
親
戚

フ
招
ク
ヘ
キ
コ
ト
フ
求
メ
、
探
偵
二
従
事
」
し
た
と
い
う
。
な
お
、
「検
視
明
細
書
」
に
つ
い
て
は
、
注

（２５
）
参
照
。

分
二
検
視
明
細
書
」
に
よ
れ
ば
、
ヨ
一島
警
察
署
長
八
等
警
部
小
林
昌
啓
ヨ
リ
検
視
可
致
旨
指
揮
二
依
り
直

二
医
員
奥
村
玄
周
フ
招
キ
猶
被
害
人
親
戚
ノ
来
着
フ

待
」
っ
た
と
い
う
。

２
二
検
視
明
細
書
」
に
よ
れ
ば
、
検
視
処
分
に
は
戸
長
、
医
師
、
親
戚
、
関
係
人
が
立
ち
会
っ
た
。

２
二
意
見
書
」
と
は
、
警
部
代
理

（熱
海
分
署
長

一
等
巡
査
山
村
〓
代
冶
）
よ
り
静
岡
県
令
大
迫
貞
清
宛
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

２
二
検
案
書
」
と
は
、
検
視
に
立
ち
会
っ
た
医
師

・
奥
村
玄
周
が
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

倉
二
検
視
明
細
書
」
と
は
、
警
部
代
理

（
一
等
巡
査
山
村
三
代
冶
）
が
記
載
し
、
戸
長
、
医
師
、
親
戚
と
と
も
に
記
名
押
印
し
た
も
の
で
あ
る
。

０^

こ
こ
に
い
う
仮
日
書
と
は
、
分
署
長
が
戸
長
と
関
係
人
六
名
の
申
立
を
記
載
し
、
読
み
聞
か
せ
の
う
え
署
名
押
印
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
注

（３２
）
参

照
。
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り^

一
八
八
〇
年

一
一
月
二
〇
日
付
被
疑
者
仮
口
書
。

２
二
現
行
犯
二
准
」
し
た
処
理
と
は
、
司
法
警
察
仮
規
則
第

一
七
条
を
準
用
し
て
、
司
法
警
察
官
が

「被
告
人
フ
拿
捕
」
し
て
、
た
だ
ち
に
こ
れ
を

「純
間
」
し

て

「口
書
」
を
作
成
し
、
花
押

・
実
印

・
拇
印
を
さ
せ
る
こ
と
を
い
う
。
な
お
、
非
現
行
犯
の
場
合
は
、
罪
犯
の
告
発

・
告
訴
を
受
け
た
検
事
は

（同
件
が
法
律

に
抵
触
す
る
と
思
察
す
る
と
き
は
）
関
係
書
類
を
紀
間
判
事
に
送
付
す
る
だ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
、
時
宜
に
よ
り
、
「被
告
人
」
の
追
捕
　
勾
留

・
保
管
、
検
証
調

書
の
作
成
、
起
訴
な
ど
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

（同
第
二
二
条
）。

（，

一
八
八
〇
年

一
一
月
二
〇
日
付
被
疑
者
仮
口
書
。

（じ

一
八
七
五
年
九
月
二
二
日
司
法
省
達
第
二
七
号
達

「警
察
官
吏
罪
人
捕
獲
府
県
裁
判
所
等
へ
逓
送
ノ
節
犯
人
送
致
書
中
記
載
方
」
は
、
警
察
官
吏
が

「犯
罪
人
」

を
裁
判
所
　
各
県
刑
事
分
課

へ
逓
送
す
る
際
に
は
、
「現
時
捕
獲
」
「探
偵
捕
獲
」
〓
口訴
捕
獲
」
〓
日発
捕
獲
」
「自
首
」
の
五
つ
に
区
分
す
る
こ
と
と
し
た
。
本
件

は
、
こ
の
う
ち
探
偵
捕
獲
に
該
当
す
る
。

（し

一
八
八
〇
年

一
一
月
二
〇
日
付
被
疑
者
仮
口
書
。

υ^
警
察
署
が
作
成
し
た
被
疑
者
供
述
調
書
と
裁
判
所
が
作
成
し
た
被
告
人
供
述
調
書
は
と
も
に
資
料
上
は

「口
書
」
「口
供
」
な
ど
と
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
両

者
の
法
的
性
質
の
違
い
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
本
稿
で
は
警
察
書
作
成
の
供
述
調
書
を

「仮
口
書
」、
裁
判
所
作
成
の
供
述
調
書
を

「口
書
」
と
し
て
表
記
す

る
こ
と
に
し
た
。
な
お
、
資
料
中
に
は

「該

（藤
枝
）
分
署
二
於
テ
ロ
書

（分
署
二
於
テ
ノ
仮
口
書
ナ
ソ
）
御
読
間
ノ
上
拇
印
致
」
（事
例
八
の
罪
案
）
な
ど
の
記

載
が
あ
る
。

り^
以
上
は
、
事
例
八
中
の
一
八
七
八
年
七
月

一
三
日
付
口
書
、
同
年
七
月

一
五
日
付
口
書
に
よ
る
。

じ^

一
八
七
七
年
二
月
五
日
、
静
岡
県
は
従
来
の
警
察
出
張
所
　
屯
所
等
の
名
称
を
廃
し
、
出
張
所
を
警
察
署
、
屯
所

・
分
屯
所
を
分
署
に
改
称
し
た
。
す
な
わ
ち
、

「警
察
第

一
出
張
所
」
は

「静
岡
警
察
署
」
に
、
ヨ
曹察
第
二
出
張
所
」
は

「沼
津
警
察
署
」
に
、
「警
察
第
二
出
張
所
」
は

「韮
山
警
察
署
」
に
、
「警
察
第
四
出
張

所
」
は

「下
田
警
察
署
」
に
、
「警
察
第
五
出
張
所
」
は

「浜
松
警
察
署
」
に
、
「警
察
第
六
出
張
所
」
は

「見
附
警
察
署
」
に
、
そ
し
て

「警
察
第
七
出
張
所
」
は

「掛
川
警
察
署
」
に
そ
れ
ぞ
れ
改
め
ら
れ
た
。
な
お
、
静
岡
警
察
署
の
場
合
、
そ
の
管
轄
下
に
興
津
分
署
、
静
岡
分
署
、
藤
枝
分
署
、
清
水
分
署
、
島
田
分
署
が

置
か
れ
た

（国
立
公
文
書
館
所
蔵
内
閣
文
庫

『静
岡
県
史
料
』
二
二
・
駿
河
国
史
）。
こ
れ
ら
警
察
署
を
統
括
す
る
の
が
静
岡
県
警
察
本
署
で
あ
る
。
警
察
本
署

は
、　
一
八
八
〇
年
四
月

一
二
日
内
務
省
乙
第

一
八
号
達

「府
県
従
前
ノ
第
四
課
フ
警
察
本
署
卜
改
称
」
に
よ
り
、
従
前
の
静
岡
県
第
四
課
が
警
察
本
署
に
改
称
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
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咎^
な
お
、
先
に
本
文
中
で
確
認
し
た

《警
察
分
署
↓
警
察
署
↓
静
岡
県
警
察
本
署
↓
静
岡
裁
判
所
》
と
い
う
手
続
の
流
れ
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
不
明
の
点
が

あ
る
。
と
く
に
警
察
本
署
設
置
以
前
、
つ
ま
り
静
岡
県
第
四
課
の
時
期
に
お
い
て
、
《警
察
署
↓
静
岡
県
第
四
課
↓
静
岡
裁
判
所
》
と
い
う
手
続
の
流
れ
を
示
す
資

料
が

一
つ
も
存
在
し
な
い
こ
と
を
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
た
と
え
ば

（警
察
本
署
設
置
以
前
の
も
の
で
あ
る
）
事
例
四
は
、
静
岡
裁
判

所
浜
松
支
庁
管
内
で
事
件
が
発
生
し
、
見
附
警
察
署
が
捜
査
を
担
当
し
、
浜
松
支
庁
が
公
判
を
行

っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
事
例
で
は
、
見
附
警
察
署
か
ら
静
岡

県
第
四
課
に

一
件
書
類
を
送
致
し
た
と
い
う
資
料
も
、
静
岡
県
第
四
課
が
浜
松
支
庁
に
起
訴
し
た
と
い
う
資
料
も
見
当
た
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
見
附
警
察
署
が
直

接
浜
松
支
庁
に
起
訴

（求
刑
）
手
続
を
行
っ
た
と
い
う
可
能
性
を
排
除
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

（咎

一
八
八

一
年

一
月
二
五
日
付
純
間
書
中
に

「右
口
供
之
通
尚
又
静
岡
警
察
署
二
於
テ
御
取
純
フ
受
ケ
馴
相
違
不
申
上
候
事
」、
「同
年
十
二
月
六
日
其
通
り
相
違

ナ
キ
旨
ニ
テ
静
岡
警
察
署
二
於
テ
拇
印
セ
シ
ロ
書
」
と
の
記
載
が
あ
る
。

（じ
石
井
良
助
編

『明
治
文
化
史
』
第
二
巻
　
法
制
編

（洋
々
社
、　
一
九
五
四
年
）
二
六

一
頁
。
当
時
、
司
法
省
は
判
事
職
制
通
則
第
八
条
の
制
定
を
受
け
て

「純

間
判
事
職
務
章
程
草
案
」
（全
六
章

・
全
九

一
条
）
を
作
成
し
て
い
た
。
そ
し
て
、　
一
八
七
五
年
七
月
七
日
、
同
草
案
を
太
政
官
に
提
出
し
裁
可
を
求
め
た
。
そ
の

後
、
広
沢
参
議

一
件
の
取
純
に
際
し
て
大
審
院
初
審
下
調
の
儀
に
つ
い
て
判
事
と
検
事
の
間
に
意
見
の
対
立
が
生
じ
た
こ
と
か
ら
、
同
年
八
月
二
二
日
、
司
法
省

は
改
め
て
太
政
官
に
右
草
案
の
裁
可
を
催
促
す
る
と
と
も
に
、
あ
わ
せ
て
草
案
第
二
四
条

「各
府
県
裁
判
所
二
札
間
判
事
及
純
間
判
事
補
フ
置
ク
」
を
改
正
し
、

大
審
院

・
上
等
裁
判
所
で
も
初
審
裁
判
を
施
行
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
願
い
出
た
。
こ
れ
に
対
し
て
太
政
官
は
、
八
月
二
四
日
、
「純
間
判
事
職
務
章
程
第

二
十
四
条
改
正
ノ
儀
ハ
追
テ
何
分
ノ
御
沙
汰
可
有
之
」
は
ず
な
の
で
、
「故
廣
澤
参
議

一
件
取
純
ノ
儀
ハ
先
般
御
渡
相
成
候
章
程
二
基
キ
処
分
可
致
」
と
指
令
し
、

草
案
の
裁
可
は
見
送
っ
た

（
「純
間
判
事
職
務
章
程
ノ
儀

二
付
再
伺
」、
『公
文
録
』
明
治
八
年

・
第
二
四
二
巻
　
明
治
八
年
八
月

・
司
法
省
伺

（布
達
）、
【請
求
番

号
】
本
館
“
＞
‐８
０
８

・
公
８
３
８
８
）。
こ
の
よ
う
に
純
問
判
事
職
務
章
程
草
案
の
裁
可
の
見
込
み
が
立
た
な
い
な
か
で
出
さ
れ
た
同
年
八
月
二
〇
日
司
法
省

番
外
達

「判
事
職
制
中
下
調
措
置
」
（後
述
）
は
、
あ
く
ま
で
応
急
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
そ
の
後
も
太
政
官
は
札
問
判
事
職
務
章
程
草

案
は
裁
可
さ
れ
ず
、
翌
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
―
―
札
間
判
事
職
務
章
程
草
案
に
比
べ
て
よ
り
簡
略
な
内
容
の
―
―
紀
間
判
事
職
務
仮
規
則

（全

一
八
条
）
の
制

定
を
見
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
司
法
省

「純
問
判
事
職
務
章
程
草
案
」
は
、
「司
法
警
察
規
則
及
ヒ
糾
問
判
事
規
程
草
按
上
申
」、
『公
文
録
』
明
治
九

年
　
第
六
六
巻

・
明
治
九
年
四
月

・
司
法
省
伺
、
【請
求
番
号
】
本
館
ふ
●
８
０
８

・
公
８
８
８
８
、
に
収
め
ら
れ
て
い
る

（た
だ
し
、
第
四
章
か
ら
第
六
章
ま
で

の
部
分
だ
け
で
あ
る
）。

（０
な
お
、
「判
事
職
制
通
則
第
八
条
下
調
ノ
儀
二
付
伺
」、
『公
文
録
』
明
治
八
年

・
第
二
四
五
巻
　
明
治
八
年

一
一
月
司
法
省
伺

（布
達
）、
【請
求
番
号
】
本
館
‐０＞
，

０００，〇〇
・　ハハ〇
」０い０
」００。
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υ^
札
問
判
事
職
務
仮
規
則
は
司
法
警
察
仮
規
則
と
同
日
に
公
布
さ
れ
た
。
そ
の
制
定
の
経
緯
に
つ
き
以
下
を
参
照
。
「従
前
未
夕
治
罪
法
ノ
設
ク
ナ
キ
ヨ
リ
警
察

ノ
方
法

一
定
セ
ス
不
都
合
砂
カ
ラ
サ
ル
ニ
ヨ
リ
明
治
九
年
二
月
十
二
日
上
奏
同
年
四
月
二
十
日
裁
令
ヲ
経
ル
ニ
ヨ
リ
同
二
十
四
日
純
間
判
事
仮
規
則
十
八
箇
條
及

ヒ
司
法
警
察
仮
規
則
二
十
二
箇
條
ヲ
各
裁
判
所
井
各
府
県
へ
布
達
ス
」
（ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
フ
ト

，
Ｒ
８
８
８
８
０
「記
録
材
料
　
司
法
省
第

一
回
報
告
』

（国
立
公
文
書
館
し
。

り^
純
問
判
事
の
下
調
に
つ
い
て
検
事
が
不
服
の
と
き
は
、
「再
ヒ
他
ノ
札
問
判
事
二
下
調
ヲ
求
メ
」
る
か
、
「直
チ
エ
判
事
二
附
シ
裁
判
フ
求
ム
ル
」
こ
と
が
で
き

た

（司
法
警
察
仮
規
則
第
七
条
）。

じ^
な
お
、
全

一
六
件
中
札
問
判
事
の
下
調
が
行
わ
れ
た
の
は
わ
ず
か
に
二
件

（事
例

一
五
、
三
Ｃ

で
あ
る
。

（３
松
岡
帰
之
は
、　
一
八
七
八
年
か
ら
翌
七
九
年
に
か
け
て
、
司
法
省

一
六
等
出
仕
と
し
て
静
岡
裁
判
所

（本
庁
）
に
奉
職
し
、
判
事
補
の
職
務
を
代
行
し
て
い
た

（事
例

一
）。
そ
の
後
、
遅
く
と
も

一
八
八
〇
年

一
月
ま
で
に
は
正
式
に
判
事
補
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
な
お
、　
一
八
八

一
年
八
月
当
時
は
沼
津
区
裁
判
所
に
勤
務
し
て

い
た
。
太
田
千
彦
編

『静
岡
裁
判
所
職
員
録

（明
治

一
一
年
二
月
改
』、
彦
根
正
三
編

『改
正
官
員
録
』
（博
公
書
院
、
明
治

一
二
年

一
月
刊
行
）、
太
田
千
彦
編

『静
岡
裁
判
所
職
員
録

（明
治

一
三
年

一
月
改
と
、
太
日
千
彦
編

『静
岡
裁
判
所
職
員
録

（明
治

一
四
年
二
月
改
と
、
太
田
千
彦
編

『静
岡
裁
判
所
職
員
録

（明

治

一
四
年
八
月
改
と
。

Ｊ^
小
日
中
聰
樹
氏
は
、
明
治
刑
事
訴
訟
法

（
一
八
九
〇
年
二
月
、
治
罪
法
に
代
え
て
制
定
さ
れ
た
刑
事
訴
訟
法
）
の
構
造
を
考
察
す
る
中
で
い
わ
ゆ
る
聴
取
書
問

題
に
触
れ
、
当
時
、
検
事
や
司
法
警
察
官
は

「実
際
に
は
非
現
行
犯
の
場
合
に
も
被
告
人
や
証
人
を
警
察
署
に

『呼
出
』
し
、
『訊
間
』
し
て
そ
の
間
答
を
書
取
り

署
名
捺
印
せ
し
め
、
こ
れ
を

『訊
間
調
書
」
と
名
付
け
て
証
拠
に
供
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
た
」
と
指
摘
す
る

（小
日
中

『刑
事
訴
訟
法
の
歴
史
的
分
析
』
日
本
評

論
社
、　
一
九
七
六
年
、　
一
四

一
頁
、
傍
点
は
原
文
）
。
本
稿
に
お
け
る
考
察
は
、
こ
の
よ
う
な
問
答
形
式
の
供
述
調
書
が
い
つ
頃
か
ら
出
現
し
た
の
か
と
い
う
問

い
に
対
す
る
答
え
を
示
唆
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

（じ
静
岡
監
獄
署
未
決
監
の
所
在
地
は
安
倍
郡
井
官
町

（現
静
岡
市
葵
区
井
宮
町
）
で
あ
っ
た
。
そ
の
起
源
は
、
静
岡
藩
政
期
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
。
す
な
わ
ち
、
「（静

岡
藩
の
）
牢
獄

ハ
安
部
郡
井
官
村
ニ
ア
リ
、
今
ノ
牢
獄
ノ
地
ナ
リ
、
当
時
ノ
景
況
フ
回
顧
ス
レ
パ
、
四
方
皆
板
壁
風
日
ヲ
通
セ
ズ
、
病
者
相
枕
ミ
死
者
相
続
グ
、

其
惨
酷
人
ヲ
シ
テ
寒
カ
ラ
ズ
シ
テ
慄
セ
シ
ム
、
諸
フ
今
ノ
獄
二
比
ス
ル
ニ
霙
菅
李
世
民
ノ
民
楊
廣
ノ
酷
フ
回
想
ス
ル
ガ
如
キ
ノ
ミ
ナ
ラ
ン
ヤ
」
（国
立
公
文
書
館
所

蔵
内
閣
文
庫

『府
県
史
料

（静
岡
県
と

一
し
。

（●
以
下
の
資
料
を
読
む
限
り
、
警
察
の
取
調
段
階
か
ら
監
獄
に
収
監
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
排
除
で
き
な
い
。
「右
ノ
者
共
儀

一
昨
十
二
日
該
屯
所

へ
相
詰
罷
在
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候
処
同
日
午
後
三
時
過
人
殺
及
持
兇
器
強
盗
ノ
重
罪
フ
犯
セ
シ
遠
州
城
東
郡
半
済
村
岡
本
庄
太
郎
井
同
郡
加
茂
村
織
部
安
右
衛
門
ノ
両
賊
県
庁
二
於
テ
罪
状
純
間

ノ
末
番
人
付
添
監
獄

へ
護
送
ノ
途
中
静
岡
馬
場
町
二
於
テ
突
然
繰
縄
フ
脱
シ
同
町
骨
董
店

へ
駈
入
り
刀
剣
数
本
フ
奪
ヒ
抜
刀
フ
以
テ
番
人
フ
追
撃
逃
去
致
候
」

（
一
八
七
五
年

一
〇
月

一
三
日

「静
岡
県

一
等
遅
卒
久
永
重
遠
等
数
名
強
賊
捕
獲
ノ
功
ヲ
賞
ス
」、
「太
政
類
典
』
二
編
二
五
巻

【
一
九
じ
。

＾，
公
判
請
求

（起
訴
）
が
実
際
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
本
稿
で
十
分
に
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
、
断
罪
無
正
条
条
適
用

事
件
の
起
訴
手
続
に
つ
い
て
は
、
静
岡
県
民
権
運
動
研
究
の
一
環
と
し
て
す
で
に
詳
細
に
解
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、　
一
八
八

一
年
、
民
権
活
動
家
前

島
豊
太
郎
が
静
岡
市
内
で
行
っ
た
演
説
に
つ
い
て
断
罪
無
正
条
条
に
よ
り
議
謗
律
を
類
推
適
用
し
て
起
訴
し
よ
う
と
し
た
検
事
は
、
そ
の
可
否
を
司
法
卿
宛
に
伺

い

（司
法
卿
は
さ
ら
に
太
政
大
臣
宛
に
伺
い
）、
太
政
大
臣
か
ら
の
指
令
を
待

っ
て
起
訴
を
行
っ
た
。
そ
の
一
連
の
手
続
の
流
れ
は
左
表
の
通
り
で
あ
る
。

【出典】静岡県民権百年実行委員会編 F静岡県自由民権

史料集』三一書房、19飩年、452頁以下

日付 手 続 内  容

1008 9‐●捕獲

警察取調 証告書・調書 証憑書類の作成

1014 検事送致 証告書・調書 証憑書類と被疑者身柄を送致

司法卿宛

検事伺

呻 4劣9

「常事犯卜同シク当裁判所へ公判二付シ可然哉I
該犯ノ如キハ何律二

F・l擬ス可キモノナルカ法律

二正条無之疑義フ生シ候二付為心輛洞置度J

1119
太政大臣宛

司法卿胴

「罰ス″ノ正条ナキア以テ名例律断罪無正条条

二拠ツ議謗律第二条ヲ援|1処分シ可然哉J

参事院進呈 齢 案 R司ノ邁コ

力関覇饂掲備 「参事院意見ノ通御指令相成可然哉J

参議回議

1212 太政大臣指令 「伺ノ通J

鋼 裁判別 決 「議議律第二条二照シ禁獄三年罰金九百円」

0317 大審院判決 被告人の上告却下
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じ^
断
獄
則
例
は
治
罪
法
の
施
行

（
一
八
八
二
年

一
月

一
日
）
に
よ
り
消
滅
し
た
。

（゙

石
井
良
助
編

『明
治
文
化
史
』
第
二
巻

・
法
制
編
、
二
六
〇
頁
。

（●

こ
こ
に
い
う

「式
」
と
は
、　
一
八
七
三
年
二
月

一
四
日
司
法
省
第

一
六
号

「罪
案
書
式
並
凡
例
更
正
」
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
罪
案
書
式
並
凡
例
更
正

は
治
罪
法
の
施
行

（
一
八
八
二
年

一
月

一
日
）
に
よ
っ
て
消
滅
し
た
。

り^
な
お
、
石
井
良
助
氏
が

「府
県
裁
判
所
は
単
独
判
事
制
」
（同
編

『明
治
文
化
史
」
第
二
巻

・
法
制
編
、
二
二
〇
頁
）
で
あ
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

留
意
し
て
お
き
た
い
。

こ^
こ
の
太
政
官
第
七
三
号
布
告
は
、　
一
八
七
七
年
六
月
二
八
日
太
政
官
第
四
六
号
達

「
一
等
判
事
以
下
四
級
判
事
補
迄
並
大
検
事
以
下
四
級
検
事
補
迄
フ
廃
シ
判

事
検
事
等
フ
置
キ
年
俸
月
俸
フ
定
ム
」
に
よ
り
廃
止
さ
れ
た
。

９^

一
八
八

一
年
二
月

一
八
日

「司
法
省
申
奏
判
事
補
検
事
補
改
定
ノ
儀
」
（ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
”
３
＞
Ｒ
８
ヽ
隣
き
０、
記
録
材
料
　
考
案
十
三
括

・
法

制
部
（国
立
公
文
書
館
》

に
よ
れ
ば
、
「判
事
補
ハ
独
立
審
判
ノ
権
ナ
シ
ト
雖
モ
、
実
際

こ
於
テ
判
事
ノ
代
理
フ
為
シ
、
又
ハ
区
裁
判
所
ユ
在
テ
判
事
ノ
職
務
フ
行

フ
ト
キ
ハ
判
事
同

一
ノ
権
フ
有
シ
」
た
と
い
う
。

じ^
中
尾
捨
吉
は
、　
一
八
四
一
（天
保

一
二
）
年
生
ま
れ
。
土
佐

（高
知
県
）
出
身
。
号
は
水
哉
。
土
佐
陽
明
学
の
奥
官
健
斎
に
師
事
し
、
大
塩
中
齋
の
人
と
な
り

を
慕

っ
た
と
い
う
。
明
治
維
新
後
、
陸
軍
に
出
仕
し
少
佐
に
任
官
す
る
も
、
議
合
わ
ず
桂
冠
。
そ
の
後
、
松
田
正
久
、
大
井
憲
太
郎
ら
と
謀

っ
て
政
社
を
組
織
し
、

政
府
を
批
判
。　
一
時
入
獄
後
、
判
事
と
な
り
、
静
岡
、
三
重
、
函
館
等
に
歴
任
。
な
お
、
判
事
中
尾
捨
吉
の
名
前
が
初
め
て
静
岡
裁
判
所
職
員
録
に
登
場
す
る
の

は

一
八
八

一
年
二
月
の
こ
と
で
あ
る

（太
田
千
彦
編

『静
岡
裁
判
所
職
員
録

（明
治

一
四
年
二
月
改
Υ
）。　
一
八
八
八
年

一
月
広
島
控
訴
院
評
定
官
と
し
て
広
島

重
罪
裁
判
長
を
拝
命
し
、　
一
八
九
二
年

一
二
月
高
等
官
四
等
に
叙
せ
ら
れ
た

（
い
ず
れ
も

『官
報
」
に
よ
る
）。
そ
の
後
判
事
を
辞
職
し
、
広
島
で
弁
護
土
に
転

じ
た
。　
一
九
〇
三
年
夏
、
心
臓
病
を
患
い
、
東
京
に
転
居
。　
一
九
〇
四
年
二
月

一
四
日
死
去
。
著
作
に

「木
内
宗
五
郎
伝
」
が
あ
る

（以
上
、
と
く
に
注
記
し
た

も
の
を
除
き
、
お
も
に
中
尾
捨
吉
著
／
吉
本
襄
評
釈

「良
知
』
参
天
閣
、　
一
九
〇
四
年
、
に
よ
る
）。

じ^
職
員
録
に
よ
れ
ば
、
三
日
智
周
は
少
な
く
と
も

一
八
七
八
年
二
月
か
ら

一
八
八
二
年
九
月
ま
で
は
判
事
補
と
し
て
静
岡
裁
判
所
に
奉
職
し
て
い
た
。

●^
実
際
に

「公
判
初
席
」
と
い
う
文
言
が
登
場
す
る
の
は
事
例

一
五
だ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「明
治
十
二
年
十
月

一
日
公
判
初
席
爾
来
前
陳
手
続
ノ
訊
間
フ

了
り
働
ホ
左
ノ
如
ク
問
答
ヲ
ナ
シ
タ
リ
」
全

八
八
〇
年
六
月
二
〇
日
付
口
書
）。

（０
公
判
初
席
を
も
っ
て
た
だ
ち
に
公
判
を
終
了
し
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
公
判
の
回
数

（公
判
初
席
を
含
め
て
）
は
事
例

一
五
が
五
回
、
事
例
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三
が
三
回
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
は
二
回
以
下
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

じ^
な
お
、
下
調
や
公
判
段
階
で
警
察
で
の
供
述
内
容
を
翻
し
た
り
、
否
認
に
転
じ
る
者
も
少
な
く
な
か
っ
た

（事
例

一
、
三
、
五
、七
、八
、
一
四
、
一
五
）。

３
二
公
判
済
」
は

「結
審
」
と
も
言
わ
れ
た

（
一
八
七
三
年
二
月

一
四
日
司
法
省
第

一
六
号
罪
案
書
式
並
凡
例
更
正
中
の
凡
例
第
八
条
に
お
い
て

「結
審
」
の
用

語
が
用
い
ら
れ
、
「ギ
ン
ミ
ズ
ミ
」
の
フ
リ
ガ
ナ
が
付
さ
れ
て
い
る
）
。
な
お
、
「公
判
済
」
の
用
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
全

一
六
件
中
四
件

（事
例

一
二
、
一
四
、
一
五
、
二
Ｃ

で
、
い
ず
れ
も

一
八
八
〇
年
以
降
の
事
例
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「結
審
」
か
ら

「公
判
済
」
へ
の
用
語
の
転
換
は
こ
の
頃
の
こ
と
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

（じ
罪
案
書
式
は
、
そ
の
後
、　
一
八
七
五
年

一
〇
月
二
〇
日
司
法
省
達
第
二
七
号
達

「罪
案
中
懲
役
終
身
以
上
見
込
ノ
者
」
な
ど
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
、
治
罪
法

（
一
八
八
〇
年
七
月

一
七
日
太
政
官
第
二
七
号
布
告
）
の
施
行

（
一
八
八
二
年

一
月

一
日
）
を
も
っ
て
消
滅
し
た
。

り^
当
時
の
静
岡
県
に
お
け
る
死
罪
事
件
数
を
正
確
に
把
握
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
参
考
ま
で
に
、
浜
松
県

（
一
八
七

一
年

一
一
月
に
設
置
さ
れ
、
遠
江
国
を
管

轄
。
七
六
年
八
月
駿
河
国
を
管
轄
す
る
静
岡
県
と
合
併
し
て
現
在
の
静
岡
県
と
な
る
。）
の
デ
ー
タ

（死
罪
囚
数
）
を
示
し
て
お
こ
う
。　
一
八
七
二

（明
治
五
）
年

二
人
、
七
三

（明
治
六
）
年

一
二
人
、
七
四

（明
治
七
）
年
五
人
、
七
五

（明
治
八
）
年
二
人

（国
立
公
文
書
館
所
蔵
内
閣
文
庫

『府
県
史
料

（静
岡
県
と
　
一
一
、

ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
”
３

，
Ｒ
８
８
３
８
０
「記
録
材
料
　
司
法
省
第

一
回
報
告
』
（国
立
公
文
書
館
と
。

（０

こ
れ
は
一
八
七
五
年
五
月
二
四
日
太
政
官
第
九

一
号
布
告

「大
審
院
諸
裁
判
所
職
制
章
程
」
を
改
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
太
政
官
第
九

一
号
布
告
で
は
、
府
県

裁
判
所
章
程
第
四
条

「死
罪

ハ
文
案
証
憑
フ
具

へ
被
告
人
ヲ
勾
置
シ
以
テ
巡
廻
判
事
ヲ
待
ツ
」、
巡
回
裁
判
規
則
第
七

「己
二
結
審
ン
テ
巡
廻
判
事
ヨ
リ
審
案
フ

大
審
院
二
送
皇
シ
大
審
院
批
可
ン
テ
府
県
裁
判
所
二
下
シ
決
行
セ
ン
ム
」、
上
等
裁
判
所
章
程
第
二
条

「死
罪
フ
審
訊
ン
テ
律
フ
擬
ス
ル
ノ
後
大
審
院
二
案
フ
具

へ
批
可
フ
得
テ
然
ル
後
二
決
行
ス
」、
さ
ら
に
大
審
院
章
程
第
七
条

「各
上
等
裁
判
所
ヨ
リ
送
呈
ス
ル
所
ノ
死
罪
案
フ
審
閲
ン
批
可
シ
テ
送
還
ス
其
否
ト
ス
ル
モ

ノ
ハ
合
員
会
議
シ
更
二
律
フ
擬
シ
テ
還
付
ス
」
な
ど
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
た
。　
一
八
七
七
年
太
政
官
第

一
九
号
布
告
に
よ
っ
て
、
お
も
に
巡
回
裁
判
に
関
す
る

規
定
が
削
除
さ
れ
た
。

９^
擬
律
案
伺
の
提
出
先
が
上
等
裁
判
所
検
事
局
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
歴
史
的
経
緯
を
簡
単
に
述
べ
て
お
こ
う
。　
一
八
七
五

（明
治
八
）
年
五
月

二
四
日
太
政
官
第
九

一
号
布
告

「大
審
院
諸
裁
判
所
職
制
章
程
」
は

「巡
回
裁
判
規
則
」
を
設
け
、
府
県
裁
判
所
な
ど
が
罪
犯
を
下
調
し
て
死
罪
と
擬
す
る
と
き

は
、
死
罪
案
を
具
え
て
巡
回
裁
判
の
到
来
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た

（第
四
）。
こ
の
と
き
府
県
裁
判
所
な
ど
は
、
死
罪
案
が
発
生
す
る
た
び
に
管
轄

上
等
裁
判
所
検
事
に
そ
の
旨
を
届
け
出
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
た

（同
年
六
月

一
二
日
司
法
省
達
第

一
四
号
達
）。
し
か
し
、
同
年

一
二
月

一
〇
日
太
政
官
第
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一
九
〇
号
布
告

「巡
回
裁
判
規
則
ノ
内
罪
跡
明
白
ニ
シ
テ
再
審
ヲ
要
セ
サ
ル
モ
ノ
取
扱
手
続
」
は
、
罪
責
が
明
白
な
も
の
に
つ
い
て
は
巡
回
裁
判
を
不
要
と
し
、

府
県
裁
判
所
な
ど
は
た
だ
ち
に
上
等
裁
判
所
に
罪
案
証
憑
擬
律
案
を
提
出
す
る
こ
と
と
し
た
。
上
等
裁
判
所

へ
の
提
出
手
続
は
、
翌

一
八
七
六
年

一
月
、
ょ
り
具

体
的
に
定
め
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
同
年

一
月

一
二
日
司
法
省
達
第
五
号
達

「罪
案
証
憑
擬
律
案
差
出
方
」
は
罪
案
証
憑
擬
律
案
の
提
出
先
を

「上
等
裁
判
所
詰

検
事
」
と
し
た

（さ
ら
に
同
年

一
月

一
四
日
司
法
省
達
第
六
号
達
、
第
七
号
達
が
、
罪
案
証
憑
擬
律
案
に
警
察
官
の
原
告
書
を
添
付
す
る
こ
と
、
罪
案
は
三
通
逓

送
す
る
こ
と
を
そ
れ
そ
れ
義
務
づ
け
た
）。
そ
の
後
、
『法
令
全
書
』
に
よ
れ
ば
、
罪
案
証
憑
擬
律
案
の
提
出
先
を

「上
等
裁
判
所
詰
検
事
」
と
し
た

「罪
案
証
憑

擬
律
案
差
出
方
」
は
明
治

一
〇
年
二
月

一
九
日
太
政
官
第

一
九
号
布
告

「大
審
院
諸
裁
判
所
職
制
章
程
及
控
訴
上
告
手
続
改
正
」
に
よ
り
消
滅
し
た
と
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
実
務
上
は
、
本
文
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
後
も
上
等
裁
判
所
詰
検
事
に
罪
案
証
憑
擬
律
案
が
提
出
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、

一
八
七
八
年
末
現
在
、
東
京
上
等
裁
判
所
検
事
局
は
、
検
事
杉
本
菊
蔵
、
同

（兼
権
少
警
視
）
林
三
介
、
検
事
補
樺
山
久
舒
、
同
関
清
英
、
同
大
河
平
隆
、
同
平

野
長
憲
の
合
計
六
人
に
よ
つ
て
構
成
さ
れ
て
い
た

（彦
根
正
三
編

「改
正
官
員
録
」
博
公
書
院
、
明
治

一
二
年

一
月
出
版
）。

●^

こ
れ
ら

一
件
書
類
の
内
容
は
、
事
例
に
よ
っ
て
宣
告
案
を
含
ま
な
い
も
の
が
あ
る
も
の
の
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
事
例
に
共
通
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

（０
全

一
六
件
中
宣
告
案
を
含
む
の
は
事
例

一
一
、
〓
一、
〓
二
、
一
四
、
一
五
、
一
六
で
あ
る
。

０^
も
ち
ろ
ん
、
原
裁
判
所
の
擬
律
案
を
修
正
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
事
例
八
、
〓

一な
ど
。

じ^
中
山

『明
治
初
期
刑
事
法
の
研
究
』
二
七
七
頁
以
下
。

（じ

こ
の
問
題
は
、
後
の
大
津
事
件
の
理
解
の
仕
方
に
も
大
き
く
関
連
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
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【資料】静岡裁判所死罪事案処置手続

「六月十三日
申上タルコトハ…」

告人爪印/「興津警察分署ヘ
上タルコトハ神気転倒ノ折柄二付相違ノ廉ノミニテ
岡警察署二於テ申上タルコトモ事実二違ヒ居候J(罰

11月 11日

人フ謀殺スル者人命律謀殺条ニ

11月 22日

（せ
ヽ
Ｒ
）
中
寸
・
ｏ
熟
曽
燎
お
さ
涎

―
１
　
０
∞
　
―
―

【1】 月 日 ::■ 事1項  
「

 発 信 ‐

1878年 6月 8日
| 事件発生     |_ ~

―

謀殺 (既遂 1

「医員ノ診断

1比駅

藝 鐘 壼 勒

―

6月 1 興津分署

支告人

Fりヽ テ申上タルコ トモ・

9月 30日 静岡裁判所
三
分

書
見

口
　
ヽ

ヽ静岡警|

i書などを
)、 被害者等の始
ζ(罪案中擬律案

被告人

口書読間せ 判事人見恒民
司法省16等出仕松岡帰之 被告人

結審
:人見恒民
省16等出仕松岡帰之

罪案【第506号】の完成判事人見恒民
司法省16等出仕松岡帰之

送致伺 静岡裁判所刑事課・書記 静岡裁判所長
1記、刑事課、所長に各小印/「死罪囚罪案井二証憑
1類東京上等裁判所検事局江御撲致案左二相伺 |

躍律案伺 【刑第36号】
静岡裁判所長判事
中島錫胤0

東京上等裁判所
検事局

「右之者別紙之通及結審候間原告書証憑書類三通り及ヒ擬律案
共相添及送剥埃也」「追伸該書類ハ通運会社急便江差出置候」

靡 鮨 勒



月 日 事 項 発  信 受 信
・　　　・一一一一　一・一一一一一一一一一一一一

考

下ケ札 (始末書追加提
出と詳細弁明の指示)

静輻 断IIII‖ |

「下ケ札Jの発信日時、発信者、受信者の詳細につい

て断定しうる材料はない

擬律案の審閲 「人フ謀殺スル者人命律謀殺条二擬シ斬J「  本擬フ了スJ

12月 24日 擬律案伺
東京上等裁判所判事
尾崎房豊

大審院長判事玉乃世履「右別紙口供遂審閲候間擬律相附シ請批可候也J

:案の批可

'競

Itt司あ遍達■|

大審院 「可 (大審院印)」

東京上零裁判断 |

1879年 1月 22日 大審院批可の通達 東京上等裁判所 静岡裁判所 「大審院批可別紙之通候条llt旨相達候事但証憑正本還付候刺

1月 23日 え、0宣告|■ ‐
1静岡裁判所‐ 人 一月廿三日決J lt1/宣 告案なし

注 )

―
せ
■
■
や
潔
椰
喘
ぼ
Ｓ
猿
バ
Ｌ
健
涎
峠
蒋
―
　
鰹
＋
那
臓
椰
熙
Ｓ
に
軍
網
Ｅ
職

網掛けの部分は、資料に明記されていないものの、関係資料から間接的に推測される事柄であることを示す。以下、同じ。

補注)

【求刑】ここにいう「求刑」とは公判請求 (起訴)の意味である。「求判」という場合もある。

【判事人見恒民11878(明治11)年末現在、静岡裁判所には4人の半」事が在籍していたが (そ のうち本庁勤務は2人 )、 人見はそのうちの一人として

静岡裁判所本庁に勤務していた (本籍京都府 (彦根貞編『改正官員録』博公書院、1879年 )。 その後、長崎控訴院判事 同控訴院長などを経て、1902

(明治35)年正三位に叙せられた (『官報』)。

【司法省16等 出仕松岡帰之】松岡は司法省出社でありながら判事補の職務を代行しているが、その根拠法令は不明。なお、松岡は、翌年には判事補に

任ぜられた。松岡の本籍は京都府 (彦根貞編『改正官員録』博公書院、1870年 )。 その後、大阪地方裁判所判事などを歴任した (『 官報』).

【静岡裁判所長半」事中島錫胤】中島錫清t(なかしまますたね)0829～ 1905)は、通称永吉、のち直人.号 は可庵 無外。徳島市佐古町楠小路に徳島藩

士三木 (後 に難波)章助の長男として生まれる。楠本電山 岩本質庵に漠学を学び、のち京都に出て中島粽隠の門に入 り、養子となった。文久年間、

徳島藩の儒官増田幸之助が昌平受にあり、同志と尊王攘夷の志を通じ 新居水竹に計画をうちあけ周旋役となった。文久 3年 2月 京都等持院にある

足利尊氏らの木像豪首事件に関係して幕更に追われ、同志小室信夫と共に逃れて阿波に帰り、佐古大安寺のぶ摩利右衛門の別邸にかくまわれたが捕

らえられ、徳島塀裏に投獄された (慶応4年 2月 釈放)。 明治元年徳島藩から徴士として朝廷に出仕。明治 2年 5月 兵庫県令、ついで弁事、岩鼻県令
七尾県権令、飾磨県権令等を歴任.つ いで司法省に転じ大審院半」事等を経て、明治17年 元老院議官、同29年男爵となり、貴族院議員に効撰された。(出

典)徳島県立文書館 「徳島幕末維新期人名辞典J httpツ加ww arch vtokushma ec edJptt nme′ ηdx=4
【「一月廿三日決」】1873(明治6)年 2月 14日 司法省第16号 「罪案書式並几例更正」中の「施行順序Jに、「罪人フ処決スレハ罪案二年号月日決 卜朱書
シ各律フ区別シテ編集スヘシ」との規定がある。他の資料から、この「処決」および「決Jは判決言渡 (宣告)を 意味すると考えられる。

|

|



【2】 月 日 事 項 発  信 受  信 備   考

1878年 1月 16日 事件発生 妻の故殺/遠江国佐野郡倉真村 (罪案)

戸長・伍長への届出 組合 (五人組)
倉真村戸長杉山貞二郎
同伍長原田嘉吉 「直チニ組合染葉才助其外ノ者共 トー捜索セシニ死体ニ

当リシ旨報知 直二戸長杉山貞二郎伍長原田嘉吉へ相
届夫ヨリ掛川警察署へ御届ケ致シ御検視フ受ケ」(罪案)

警察署へ通報
倉真付戸長杉山貞三郎
同伍長原田嘉吉

掛川警察署

検視処分 察署

一

5月 28日 捕縛
「諸所徘徊ノ未明治十一年五月廿八日同村 (倉真村)

鈴木寅吉宅前ニテ御召捕相成」(罪案)

1鰺人鐵 ||●■1樹

1櫂勒 瘍 鰹菓舞輌肇1'11
11月 12日 求刑 :岡裁判所 (罪案)

神籐鷲,議鷲:
(静 岡裁判所)

判事中島錫胤
判事補三田智周

被告人

1879年
3月 4日 口書読間せ 判事中島錫胤

判事補三田智周
被告人 被告人爪印/「右之通相違不申上候以上」

結審
判事中島錫胤
判事補三田智周

罪案【第590号/甲第
24号】の完成

判事中島錫胤
判事補三日智周

口書の末尾に擬律案「妻フ故殺スル者改定律例第
二百二十三条二擬シ絞Jを記入

上等裁判所送致伺
静岡裁判所刑事課・
書記 静岡裁判所長

書記、刑事課、所長に各小印/「右之者東京上等裁判
所江被請批可候案左二相伺J

3月 7日 擬律案伺 【刑第6号】
静岡裁判所長判事
中島錫胤

東京上等裁判所長心得
判事西成度0

「右之者別紙口供之通り及結審候間擬律相附シ請批可
候也J

擬律案の審閲

下ケ札 (追加の取調事
項を指示)

「下ケ札」の発信日時、発信者、受信者あ詳細につい
て断定しうる材料はない

（辞
〓
Ｒ
）
中
ヽ
・
∞
榊
曽
ぶ
さ
さ
姫

|

|

一 一



月 日 事  項 発  信 受 信 備  考

4月 8日 擬律案伺
東京上等裁判所判事
大塚正男

大審院長判事玉乃世履「右別紙口供遂審閲候間擬律相附シ請批可候也」

擬律案の批可 大審院 可 (大審院印)J

大割院批可あ通達■ 大審院■ 上等裁舗 |

4月 29日 大審院批可の通達 東京上等裁判所 静岡裁判所

「大審院批可別紙之通候条此旨相達候事但証憑正本還付
候事J「再伸該犯罪案証憑書類正副二通御差出有之候処成
規二寄り今一通入用二付御謄写ノ上今―綴御差出有之度」

繊織人1年11111

一̈
とあるのは「五月十日決」の誤りか/

補注)

１
２
４
■
や
線
椰
聡
尽
０
根
さ
Ｌ
沢
業
庶
癬
―
　
纏
件
涎
耐
椰
戻
０
養
軍
縄
田
職

【東京上等裁判所長心得判事西成度】擬律案伺の宛先に注意。他の事例はすべて「東京■等裁判所検事局Jに なっている。

|

|

【3】 月 日 事  項 発 信 受 信 備  考

1876年 7月 7日 事件発生 放火/遠江国佐野郡下垂木村 (罪案)

7月 9日 被告人捕縛 1謝ll―tl 被告人 捕縛地下垂木村 (罪案)

7月 18日 被告人取調/猥口書作成 掛川警察署 被告人 「右放火ノ始未明治十一年七月十八日掛り1警察署二於
テ御糾問ノ節申立相違無之旨拇印致シ囚テ静岡警察署
へ逓送相成J(罪案)

被告人送致 掛川警察署
静岡警察署0
〔静岡県第四課 ?〕

7月 20日 被告人取調/仮口書作成静岡警察署
〔静岡県第四課 ?〕

被告人
「其月廿日 (即明治十一年七月)尚ホ御糾ノ上掛夕1表
二於テ申立候通都テ相違ナキ旨申述拇印致シ」(罪案)

10月 3日 被告人取調/仮口書作成 静岡警察署
〔静岡県第四課 ?〕

被告人

「其後明治十一年十月三日同署 (静岡警察署)二於テ再ヒ御
推問ノ際二至り実際放火致スベク念慮二無之全ク¨ 過テ失
火及ヒlH‐儀ノ旨強テ陳述」(罪案)

10月 4日 求刑
静岡警察署
〔静岡県第四課 ?〕

静岡裁判所 「反異ノ侭当御裁判所へ御廻シ相成」(罪案)

公割初席
(静 岡裁判所)

判事人見恒民
司法省16等出仕大山有信

被告人
「御審間二付放火セシニアラサル旨フ主張シ尚御審理
中」(罪案)

被告人、の宣告 |‐ ||

― ―
―

―
―

―



月 日 事 項 発  信 受 信 備  考

1879年
1月 30日 監獄内で総死事件偽装 被告人 製酷艤勒 穆議ザ埼そ菫罫

自

1月 31日 被告人取調
:●さ

"11ヽ

:,■■|■
'

被告人 罵轟嘉『進蒸麗i催習lr」
「前顕放火ノ始末モ自分ノ

3月 12日 口書読間せ
判事人見恒民
司法省17等 出仕大山有
信

被告人 被告人爪印

結 審 響義合間 仕大山
有信

露委2:雪

'1%

判事人見恒民
司法省17等 出仕大山有
信

口書の末尾に擬律案「火フ放テ故ラニ人ノ物置フ焼ク
者雑犯律放火条二依照シ斬」を記入

上等裁判所送致伺
静岡裁判所刑事課・
書記 静岡裁判所長 襲製鷲鋼尋鷹含靡島魏稀新

議

3月 14日 擬律案伺 【刑第8号】静岡裁判所長判事
中島錫胤 鮨 皆斎蟹繋雲義鰯ぷ塁鶏頴錆

間原告書証憑書類三通及

響鰐零W寧神群11:01=
憑
¨

ぶ
，

擬律案の審間 「雑犯律放火条二依照シ斬」

3月 25日 擬律案伺
東京上等裁判所判事
大塚正男

大審院長判事玉乃世履「右別紙口供遂審閲候間擬律相附シ請批可候也」

擬律案の批可 大審院 「可 (大審院印)」

1鸞続翻薇麟鸞饉Ili:麹警麟,IIIlii!摯 !

4月 11日 大審院批可の通達 東京上等裁判所 静岡裁半」所
「大審院批可別紙之通候条此旨相達候事但証憑正本還
付候事」

4月 15日 「四月十五日決」/宣告案なし

補注)

（購
言
Ｒ
）
ф
゛
・
∞
榊
曽
ぶ
卜
さ
爆

１

９

１

【静岡警察署】静岡県第四課は組織的には静岡警察署の上位に置かれているが、実際は両者は一体的に機能していたのではないか。それが証拠に、(第

四課を改組した)警察本署の時代に至っても、本署長は静岡警察薯長を兼務していた (太口千彦編『静岡県官員録』提醒社、1880年 )

才



【4】 月 日 事 項 発 信 受 信 備 考

18771「 1月 14日 事件発生

―

放火/遠江国山名郡蛭池村 (罪案)

1879年 4月 23日 被 告人捕縛 被告人

写堰鷲置贅界議謹軋質嘱裾暮ぢ理1鯰彗埋尋7是臭翼被 告人送致 見 附警察署

被告人取調/仮口書作成 見 附警察署 被告人

7月 24日 求 刑 静 岡裁判所浜松支庁 (罪案 )

鍮 躙 被告人 (罪案〉

9月 11日 口書読 間せ 判事補油川信 近
司法省16等 出仕竹口右文 被 告人 (爪 印略 )

判事補油

"信
近

司法省16等 出仕竹口右文

【
'自

018'チ】 の 掏 忍撃隔浮田薇 晟焚奨醤簾う」李]鵠1竜
サラミ民舎フ焼ク者雑犯律

10月 1日 拳箸豪標長半」事 静 岡裁半」所長半」事
中島錫胤 難雪響試 靱

通外原告書証憑書

等裁半J所送致伺 肇肇
裁判所刑事課・

静 岡裁半」所長 喜累策型1彎婆Л孫訥爵譲警又名鰤
証憑

10月 6日 【Л円
'自

29うヨ】講目議胤所長判事 東京上等裁判所検事局
呂 躙

間原告書証憑書類三通 り及

擬律案の審関 東京上等裁半」所 「雑犯律放火条火フ放テ故サラニ民舎ラ焼ク者二依照シ斬」

鰺鶴織曇1111れ 11■ | 夫態摯■1● :1::1,111
擬律案 の批可 大審院

一

「可 (印 )」

111:1難 議 繭 麟 1‐‐

10月 30日 大審院批可の通達 東京上等裁半」所 静 岡裁半J所
薇

批可別紙 之通候 条此 旨相達候事但証憑正本還

1月 3日 被饉災泰姦量機
'

択 111111:|:11111:1111 「十一月三日送付ス」←)/宣告案なし

ｌ
ｔ
Ｏ
■
掏
照
椰
聡
択
０
寝
さ
Ｌ
民
誕
駄
築
―
　
鰹
＝
艇
口
椰
戻
Ｓ
奏
罫
薇
巴
樅

―
‐
　
Ｈ
゛
　
‐
―

補注)

【「十一月三日送付ス」】通例は処決日 (宣告日)が記載されるが、本件では静岡裁判所本庁から浜松支庁へ大審院批可が送付された日付が記載された
もののようである。したがって、表中の宣告日 (11月 3日 )は実際には一両日後れると考えるべきだろう。

|||||||||||||||||||

結 審

夢測暫帝致伺
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【5】 月 日 事 項 発 信 受 信 備  考

8794「 4月 23日 事件発生 謀殺/駿河国駿東郡二枚橋村 (罪案)

輻 機菫,''颯
5月 4日 被告人捕緯 ¨

一
一 被告人 (罪案)

9月 2日 被告人取調/仮口書作成鰤 祠 被告人
「明治十二年九月二日静岡県二於テ申立タルロ書ノ通
り…」(罪案)

9月 2日 l岡裁判所 (罪案
|

之¨̈̈
被告人 (罪案)

10月 13日 口書読間せ
之

胤
帰

錫
岡

島
松

中
補

事
事

判
判 被告人

被告人爪印/「 自分ハ已二静岡県二於テ真実ノ自状致
シナガラ裁半」所二於テ虚言フ申ストテ御糸Lフ 蒙ムルモ
自分ハ全ク●●フ殺ス心底ニハ無之疵ラ付ケテ婚礼ヲ
止メントスル迄ノ存慮ノ処ツイカ、ル大事二立至り」

結審
判事中島錫胤
判事補松岡帰之

罪案 【第483号/
甲第76号】の完成

判事中島錫胤
半」事補松岡帰之

口書の末尾に擬律案「人ヲ謀殺スル者人命律謀殺条ニ
照シ斬」を記入

上等裁判所送致伺
静岡裁判所刑事課・書
記

静岡裁半」所長
書記、刑事課、所長に各小印/「死罪囚罪案並二証憑
書類東京上等裁判所検事局江御送致案左二相伺J

10月 28日 擬律案伺 【刑第31号】
静岡裁判所長判事
中島錫滑t

東京上等裁判所検事局
「右之者別紙之通及結審候間原告書証憑書類

=通
り及

ヒ擬律案相添及送致候也」

擬律案の審閲 躙 翻

|

゛

|

―

―

黎鱗 曜ケ
・ ・

`醸

掟鬱漿翻懸魅 :“,11,■1::ζ霧朧目

求刑



月 日 事  項 発 信 受 信 備  考

11月 17日 擬律案伺
東京上等裁判所判事
川村応心

大審院長判事岸良兼養「右別紙口供遂審閲候間擬律相14jシ請批可候也」

擬律案の批可 大審院 「可 (大審院印)J

讐随批可0通濾| 末議院 |‖ ■ヽ■,■ 上等議糊滉■||

12月 2日 大審院批可の通達 東京上等裁判所 静岡裁判所
「大審院批可別紙之通候条此旨相達候事但証憑正本還
付候事」

12月 5日 人への宣告■ ■‐1静翔裁構麗111::||:|■ | メ|:■■■■il 十二月五日決」/宣告案なし

【6】 月 日 事 項 発 信 受 信 備  考

1879年 5月 8日 事件発生
―

―

―

― ―

一

(/連江国榛原郡切山村 (罪案)

9月 8日 被告人自首 被告人
「右覚平今般捕縛セラレシト承り自分モ遁ルベキ道ナシト
思料シ前顕強盗ノ始未明治十二年九月八日自首候」(罪案)

被告人取調/仮口書作成 金谷分署 被告人 「金谷分署二於テ御調ノ際申立」(罪案

鰤 /。懸
=章 =|

太迷教■■ ■■
詈(111キ ||'(:ヽ 11

1警繁警 ■ |‐ ■111

轟
卜1:iiヽ |:||

Vill)イ

`||

10月 29日 求刑 静岡裁判所

(静 岡裁判所)

判事吉岡弘
判事補佐川秀実

被告人 (罪案)動 壽
・・・

‐
・・・

11月 14日 口書読間せ 判事吉岡弘
判事補佐川秀実

被告人 被告人爪印/「強盗罪フ自首シ余罪 (放火等)ハ御糾
間フ受ケ有体申立候J

結 審
判事吉岡弘
判事補佐川秀実

罪案 【第582号 /
甲第83号】の完成

判事吉岡弘
判事補佐川秀実

口書の末尾に擬律案「火フ放テ故サラニ民舎ラ焼ク者
雑犯律放火条二擬シ斬Jを 記入

|

ヾ

|
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月 1日 事 1壊 1発 信 ‐受 |億 1備  考

上等裁判所送致伺
静岡裁判所刑事課・
書記

静岡裁判所長・半」事
書記、刑事課、判事、所長に各小印/「死罪囚罪案並
証憑書類東京上等裁判所検事局江御送致案左二相伺」

12月 4日 擬律案伺 【刑第34号】
静岡裁判所長判事
中島錫胤

東京上等裁判所検事局
「右之者別紙之通り及結審候間原告書証憑書類二通り
及ヒ擬律案相添及送致候也」

擬律案の審間

12月 15日 擬律案伺
東京上等裁判所判事
川村応心

大審院長判事岸良兼養「右別紙口供遂審閲候間擬律相附シ請批可候也」

擬律案の批可 大審院 「可 (大審院印)」

12月 25日 大審院批可の通達 東京上等裁判所 争岡裁判所 [大審院批可別紙之週慶条此旨相達候事但証憑正本還倒実事」

宣告案なし

【7】 :日 項 ‐ 受 信 i備
1875年 11月 27日 事件発生 謀殺/遠江国周智郡奥領家村 (罪案

浜松県に第四課
(警保)を置く 明治 8年 11月 30日 府県職制 (太政官第203号達)

12月 2日 被告人看守 被告人

12月 3日 被告人連行 区長役場
「明治八年十二月二日区長役場へ引立テラレ同所二於テ区長
奥山瀬作井二正副戸長出席セラレ外二常吉方卜自分ノ親族ノ
者共立会ノ上 .̈始末等詰間セラレ」(罪案)/「明治八年十二
月二日区長奥山瀬作其外ノ者面前二於テ自ラ供出」(半」決案)

12月 3日 被告人取調/仮口書作成 被告人

12月 8日 皮告人」 被告人 (罪案)

12月 8日 検視処分/仮口書作成 浜松県派出警察官 (選卒) 被告人
「旧浜松県庁ヨリ検屍ノ方御派出ニテ猶ホ事実御尋問
相成 ・̈口書御読間ノ上其口書へ拇印致シ」(罪案)

発 信

民
見類など)

区長奥山瀬
正副戸長/

／

族
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月 日 事  項 発 信 受 信 備  考

12月 8日 被告人護送 浜松県派出警察官 (遷卒 1第四議  ■|111 後チ旧浜松県へ護送セラレ候」(罪案)

12月 8日 被告人取調/仮口書作成
IⅢI饗‖1 被告人

「(護送セラレ候)其夜旧浜松県庁二於テ…御尋ネ有之」
(罪 案)/「明治八年十二月八日旧浜松県警察官ノ面前
二於テ其犯状フ申供シロ書二拇印シタリ」「1日 浜松県ヘ

護送セラレシ後巳二反異シ連り二詐言フ吐キ」(半」決案)

1,弓 12日 求刑 l■ l 浜松県第密諜 1::■ 11′ : :案 )

1876年 8月 21日 浜松県、静岡県に合併

被告人取調/口 書作成 被告人

「1日静岡県御裁半」所二於テモ亦同様ノ御取系しナルニヨ
リ故サラニ砲殺セシ儀ニテハ無之旨屡弁解スレトモ御
採用相成ラス」(罪案)

11月 10日 静岡裁判所開庁

1877年 2月 5日 }岡県、警察出張所・屯所等の名称を廃し、出張所を警察署、屯ル 分屯所を分署と改称

1公判初府111 1il■
(静 岡裁判所 ,

判事中島錫胤
判事補内日常矩

被告人 (罪案)

10月 18日 口書読聞せ 判事中島錫胤
半」事補内田常矩

被告人
被告人爪印/「区戸長及ヒ警察官へ供出シタルハ心気錯乱
シ逆上シテノコトナレハ何等ノ事ヲ申述タルヤ曾テ覚ヘスJ

結審
判事中島錫滑t

判事補内田常矩

罪案の完成
判事中島錫ナ
判事補内日

'

,矩

口書の末尾に擬律案「財ヲ図り人ヲ謀殺スル者人命律
謀殺条二擬シ斬Jを記入

上等裁判所送致伺
静岡裁判所刑事課・
書記 静岡裁半」所長 書記、所長に各小印/「死罪囚罪案並二証憑書類東京

上等裁判所検事局へ御送致案左二相伺候也」

10月 24日
擬律案伺
【刑上第11号】

争岡裁判所長判事
1島錫胤

東京上等裁判所検事局
[右之者別紙之通及結審候間原告書証憑書類三通 り及
ヒ擬律案共相添及御送致候也J

寧決||||||| 工ヽ 員

の審閲

12月 27日 伺 東京上等裁判所 大審院日t理判事玉乃世履「右別紙口供遂審閲候間擬律相附シ請lι可候也」
1878年 1月 1日 皮告人反獄逃走 (擬律案何 【刑第15号】)

|

寸

|



月 日 事 項 発 信

1878年 1月 18日 反獄逃走の件通知 静岡裁判所 (擬律案伺 【刑第15号

結審
判事中島錫胤
半」事補内田常矩

擬律案の作成
半」事中島錫胤
半」事補内日常矩

「未決ノ囚反獄シテ逃走スルノ従タル者改定律例第
二百九十四条二依 り懲役終身/持兇器強盗罪ヲ得ル者
改定律例第百二十七条改正条款二照シ懲役終身J

上等裁判所送致伺 i課 書記 所長 書記、所長に各小印

4月 19日 擬律案伺 【刑第15号】
静岡裁判所長判事
中島錫胤

東京上等裁判所検事局

回日付ニテ死罪見込ヲ以テ
被告人)… 本年一月一日坂

致シ候二付…

擬律案の審間 1東京上等裁判所

鰈 画

1擬律案の批可 1大審院 「可 (大審院F「

大審院批可の通達  1東京上等裁判所   1静岡裁半」所4月 30日 「大審院批可別紙之通候条此旨相達

5月 4日 被告人への宣告 静岡裁判所 被告人
申渡書の端書に「明治十一年五月四日」/別に (ほ ぼ
同文の)宣告書がある0/詳細な [半J決案」もある

補注)
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―

【求刑】ここでは浜松県第四課から聴訟課断獄係に対する公判請求手続を意味するものと解する。
【宣告書】明治12年 12月 4日 司法省丙第15号達「懲役終身以上ノ擬律案ヲ差出ストキ宣告案添付Jに より、以後、地方裁判所が懲役終身以上の者と見
込んで文案 証憑 擬律案を上等裁半」所へ差出すときは、宣告案を副えることが義務づけられた。ただし、本事案は、同達が発布される以前のもの
である。



【8】 事  項 発 信 受 信 備  考

1877年 7月 10日 被告人A、 有罪判決 静岡裁判所 被告人A 窃盗罪で懲役60日

7月 16日 被告人 C、 有罪判決 個裁判所 被告人C 窃盗罪で懲役60日

7月 23日 被告人 B、 有罪半」決 所 被告人 B 窃盗罪で懲役70日

9月 7日 被告人A、 懲役刑満期

9月 14日 被告人C、 懲役刑満期

m月初旬 そ告人 B、 懲役刑満期

11月 11日 事件①発生 被告人AB 強盗 (駿河国富士郡中町村)

11月 20日 事件②発生 人 A 放火強盗 (駿河国有渡郡中ノ郷村 )

11月 28日 事件③発生 人AB 強盗未遂 (由 比宿)

¬月29日 事件④③発生 被告人A )強盗未遂 (蒲原宿)/⑤火事場窃盗 (小金村)

12月 10日 事件⑥⑦発生 被告人AC ⑥火事場窃盗未遂 (遠江国榛原郡弥左衛門新日)/⑦
火事場窃盗 (榛原郡兵太夫新田)

12月 15日 被告人捕縛 藤枝分署 被告人C 捕縛地志太郡高柳上村/「明治十年十二月十五日藤枝
分署二於テ捕縛セラレ候」(罪案③)

12月 16日 被告人捕縛 被告人AB
捕

渡
部

ニ紡
鮮

渡
村

寸海岸/「明治十年十二月十六日有
冬テ補縛セラレJ(罪案①②)

1人 A‐ EI藤機鮮■|ltt雛繭分憲111111■ ■1

被告人取調/仮口書作成藤枝分署 被告人ABC
「已二捕二就キ藤枝分署二於テ…厳重ノ御尋問 口書 (分署
二於テノ仮口書ナリ)御読間ノ上拇印致」(罪案①)/「已
二捕縛セラレ藤枝分署二於テ…厳重御尋間相成」(罪案③)

被告人送致 藤枝分署 「後チ静岡県庁へ護送セラレ」(罪案∞ )

12月 21日 被告人取調/仮口書作成静岡警察署 被告人ABC
「其月 (十年十二月)二十一日 (静岡)警察署二於テ御取糸し相
成其節モ前日書ノ通柳力相違無之卜申供シ再ヒ拇印 (分署ニ
於テノ仮口書二再ヒ拇印ス)致シJ(罪案①、罪案③も同旨)

1,日 25日 被告人取調/仮口書作成 静岡警察署 被告人A
「其手続キ御尋間中同月 (十二月)廿五日蒲原宿…へ
火フ放チ…金子其外盗取シ旨供吐セシ処同日右ノロ書
是亦御読聞ノ上拇印致シ」(罪案①)

1878年 輩篭本奉純1'111●
`|

網 警攣 ||||::|■1隷圏藁禁自譲,「 il:
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月 日 事  項 発 信 受 信 輌 考

2月 (日 欠) 被告人取調/仮口書作成 被告人ABC

「明治十一年二月警察署二於テ更二口書御読聞相成シ
節火ヲ放チタリト申供セシハ全ク詐リニテ覚へ無之儀
ナリト主張シ其拇印フ拒ミシ処其侭当御裁判所へ御廻
シニ相成」(罪案①、罪案③も同旨)

3月 22日 求刑 (被告人ABCと も

(静 岡裁判所)

判事中島錫胤
判事補内日常矩

被告人ABC (罪案)

7月 ‖日 口書②読間せ
矩

胤
常

錫

田

島
内

中
補 被告人B 被告人爪印

7月 13日 口書③読聞せ
矩

胤
常

錫
田

島
内

中
補

事
事 被告人C 被告人爪印

7月 15日 口書①読間せ 判事中島錫胤
判事補内日常矩

被告人A 被告人爪印

結審
胤
常

錫

田

島
内

中
補

罪案①～③の完成
判事中島錫胤
判事補内田常矩

書
ク

ロ
焼

)～③の末尾に擬律案「故サラニ火フ放テ民舎フ
争雑犯律放火条二擬シ斬Jを記入

上等裁判所送致伺
1岡裁判所刑事課・
t記 判事 翼μl%鼈鷹嵩‰騎凩噺袂箇

7月 24日 擬律案伺 【刑第27号】Ｆ
錫 乳代理半」車

半」事中島
1人見恒民

東京上等裁判所検事局
「右之者共別紙之通及結審候間原告書証憑書類三通り
及ヒ擬律案共相添及御送致候也」

擬律案の審閲

8月 13日 :京上等裁判所判事大塚正男大審院長代理判事玉乃世履 「右別紙口供遂審閲候間擬律相附シ請批可候也」
可 大 i 「可 (大審院可)」

8月 28日 1大審院Iι可の通達 所マニヒ
'

所 「大審院批可別紙之週蜃条此旨相達候事但証憑正本還付候事
宣告案なし



【9】 月 日 事  項 発 信 受  信 備  考

1878年 1月 17日 事件発生

―

謀殺/駿河国駿東郡竹ノ下村

1月 ?日 検視処分

―

「賊ノ所業二取繕 ヒ御検視モ相済 ミJ(罪案 )

3月 15日 被告人 捕縛地竹ノ下村 (罪案 )

1機気即鴨機構藤靖酪畿胸攀閣鶉種野苺I●:==

横鉢●:I:|||:11■■ト
7月 22日 求 刑 1椰 竃謀 ,:::::1,lil 静岡裁判所 (罪案)

翻ヽ 庸 ||||■ ‖1

(静 岡裁判所 )

半り事人見恒民
判事補三田智周

被告人 (罪案)

9月 18日 口書読間せ 恒民
国智周 被告人 爪印あ り

結 審
周

罪案の完成
見恒民
三日智周

口書の末尾に擬律案「夫フ謀殺スル者人命律謀殺祖父
母父母条二擬シ桑示Jを記入

上等裁判所送致伺 静同裁半J所長 書記、刑事課、所長に各小印/「左之者東京上等裁半」
所検事局へ被送致候案左二相伺候也J

9月 19日 擬律案伺 【刑第30号】 東京上等裁半り所検事局
「右之者別紙之通及結審候間原告書証憑書類三通 り及
ヒ擬律案共相添及送致候也」

擬律案の審関

10日 3日 擬律案伺      | 東京上等裁判所判事尾崎房豊 大審院長判事玉乃世履「右別紙口供遂審閲候間擬律相附シ請批可候也J

擬律案の批可 大審院 「可 (大審院印)」

大鰊 緻憩藤滅::喜 |i乗繭 lll:'「 111=;|::

10月 10日 大審院批可の通達 東京上等裁判所 静岡裁半J所 「大審院批可別紙之通候条此旨相ヨ実裏 曰証憑正本週 寸候事」
10月 14日 離 メ1付露襲 :::::豪 「十月十四日決ス」

|

゛

|

―
”一●
子
Ｎ
係
椰
瑞
Ｒ
Ｏ
粗
ヽ
ほ
健
涎
蛛
理
―

―

1機籍 薇 ばヨ

裁判所刑事課・

静岡裁半」所長半」事
中島錫胤

:腱篠棄補鐵 :l:I
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月 日 事  項 発 信 受 信

878年 3月 14日 事件発生   ~~T

― ―

(/遠江国榛原郡片浜村 (罪 :

7月 6日 被告人捕縛 議綴綴襲燎1,1摯警 被告人 司十一年七月六日自宅(榛原郡脳臭ll)二於テ捕驚セラレ

購癬 糠が‖

"

:岡裁半」所8月 30日 求刑

周¨̈̈
被告人 (罪案 )

11月 27日 口書読間せ 判事中島錫胤
判事補

=田
智周

被告人 被告人爪印

結審
半」事中島錫胤
判事補

=田
智周

罪案の完成
」事中島錫胤
」事補三日智周

口書の末尾に擬律案「火フ放テ故サラニ民舎ヲ焼ク者
雑犯律放火条二擬シ斬」を記入

上等裁判所送致伺
静岡裁判所刑事課・
書記

静岡裁判所長
:記、刑事課、所長に各小印/「死罪囚罪案並二IIE憑

;類東京上等裁半」所検事局へ御送致案左二相伺」

12月 4日 擬律案伺 【刑第37号】
姜岡裁判所長判事
1島錫lel

東京上等裁判所検事局
「右之者別紙之通及結審候間原告書証憑書類三通り及
ヒ擬律案相添及送致候也」

1輻 縣網織籠lili:It

擬律案の審閲

12月 12日 :伺 東京上等裁判所半1事尾崎房畳大審院長判事玉乃 疑律相附シ請批可候也」
:の批可 大審院 可 (大

12月 26日 大審院批可の通達 東京上等裁半」刃 岡裁判所 大審院批可別紙之通候条此旨相達

１

０
い

―



【11】 月 日 事  項 発  信 受 信 備  考

1879年 6月 26日 事件発生

一

姦夫本夫殺害/伊豆天城山中 (罪案)

7月 14日 被告人 、署 ::.1■ ■|=■ 1 被告人 「明治十二年七月十四日賀茂郡桑海村二於テ召捕ハレ候」
1懇:■■■■■■

′ 察署|||||||||||||

9月 1日 被告人取調/仮口書作成 静岡県第四課 ■ 史告人 「自分本年九月一日静岡県i於テ拇印仕候口書二…」(罪案|

9月 9日 求刑 1岡県第脚課■■|■ 静岡裁判所 (罪案)

(静 岡裁判所)

掛判事中島錫胤
判事補松岡帰之

被告人鋼 翻監|■ ■||:■ ||

10月 29日 口書読聞せ 掛判事中島錫胤
判事補松岡帰之

被告人

被告人爪印/「静岡県二於テ拇印仕候口書二天城山三階瀧
二於テ白蔵ノ逃ケルフ自分追掛ケ突殺シタル旨巳二白状致
シナガラ今其口供フ反異シ不実ノ申立フ為ストテ御審糸しヲ
蒙ルモ実際這回申立ル所ノ手続二相違無之候J(罪案)

結 審
掛半」事中島錫胤
判事補松岡帰之

罪案の完成
罫判事中島錫胤
」事補松岡帰之

口書の末尾に擬律案「姦夫本夫フ殺ス者人命律殺死姦
夫条第二項二擬シ斬」を記入

上等裁判所送致伺
静岡裁判所刑事課・

書記 静岡裁半」所長
書記、刑事課、所長に各小印/「死罪囚罪案並二証憑
書類東京上等裁判所検事局江御送致案左二相伺」

12月 4日 擬律案伺 【刑第32号】
静岡裁判所長判事
中島錫胤

東京上等裁半」所検事局
『右之者別紙之通及結審候間原告書証憑書類三通り及
ヒ擬律案相添及送致候也J/宣告案も添付

轟 姜

^菫
魯 |: :裁判所判事|

擬律案の審間
:等裁判所判事‐
i嘉 |■ |■ || 「姦夫本夫フ殺ス者人命律殺死姦夫条第二項二照シ斬」

|

|

―
せ
●
■
や
鵬
冊
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０
寝
さ
Ｌ
契
涎
駄
編
―
　
遅
滞
輝
耐
椰
展
０
さ
罫
薇
匿
職



月 日 事 項 発 ‐‐信 受 信 備 1考
1880年

1月 29日 擬律案伺
東京上等裁半」所半J事
中村元嘉

大審院長判事岸良兼養「右別紙口供遂審閲候間擬律相附シ請批可候也」

擬律案の批可 大審院 「可 (大審院印)」

2月 7日 大審院批可の通達 1東京上等裁判所 1静岡裁判所 「大審院批可別紙之通候条此旨相達候事但証憑正本還付候判

宣告案あり

（せ
ヽ
Ｒ
）
中
゛
・
“
莉
曽
駅
藤
が
艇

|

|

【12】 月 日 事 項 発
 信  

‐ 受 信 備

1880年 3月 8日 :発生 故殺/有渡郡北矢部村 (罪案
3月 12日 被告人捕獲 (探偵捕獲) 被告人 捕獲地庵原郡蒲原宿 (罪案)

3月 17日 被告人取調/仮口書作成 静岡警察署 被告人
被告人爪印/仮口書は物語形式/「同 (十三)年同
(三 )月 十七日静岡警察署於テ取調ノ際申立J(罪案)

3月 26日 被告人取調/仮口書作成 被告人
被告人爪印/仮口書は間答形式/「汝力陳述スル処即
チ明治十三年二月十七日付同十二年二月廿六日付警察
官ノ面前二於テ栂印セシロ供…」(罪案)

求刑 .岡裁判所 (罪案)

(静岡裁判所)

半」事吉岡弘
判事補内田常矩

被告人

4月 17日 口書読間せ
判事吉岡弘
判事補内日常矩

被告人

被告人爪FB/口 書は間答形式/「汝力陳述スル処即チ
明治十三年二月十七日付同十三年二月廿六日付警察官
ノ面前二於テ拇印セシロ供 卜能ク符合セリ然レトモll」

ホ訊間ス可キコトアリ」

4月 20日 公判済
判事吉岡弘
半」事補内日常矩

「明治十三年四月二十日
公判済  判事 吉岡弘 (小印)

判事補 内日常矩 〈小印)J



月 日 事 項 発 信 受 信 備  考

罪案 【第132号/
甲第21号】の完成

半」事吉岡弘
判事補内田常矩

口書の末尾に擬律案「臨時殺意フ起シ人ヲ泥水中二陥レ尚
ホ抑圧シテ溺死セシムル者人命律故殺条二擬シ斬Jを記入

上等裁判所送致何
静周裁判所刑事課・

書記
判事

書記、刑事課、判事に各小印/「死罪囚罪案並証憑書
類東京上等裁判所検事局へ御送致案左二相伺J

4月 26日 擬律案伺 【刑第7号】
静岡裁判所長判事中島
錫胤代理判事吉岡弘 東京上等裁判所検事局

「右之者別紙之通及結審候間原告書証憑書類
=通

り及
ヒ擬律案並二宣告案共相添及送致候也J

羅量董纂警ll鸞響1零
|

擬律案の審閲 1鷺曖TT響尋才
「臨時殺意フ起シ人ヲ泥水中二lrlレ 尚ホ抑圧シテ751死

セシムル者人命律聞殴及故殺条二擬シ斬」

5月 12日 擬律案伺
東京上等裁判所判事
荘島包秩

大審院長判事岸良兼養「右別紙口供遂審閲候間擬律相附シ請批可候也」

擬律案の批可 :院 「可 (大審院印)J

大審競批To通達
:| 攘院■|||■ ■■ ■

5月 21日 大審院批可の通達 1東京上等裁判所 所 「大審院批可別紙之通候条此旨相達候事但証憑正本還付候事J

1饉人べり費書 ■: 際商麹 藤■■
.II

宣告案添付 (擬律案伺 【刑第7号】)

―
―
　
∞
蛉
　
―
―

―
”
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■
掏
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椰
謙
尽
Ｏ
根
＾
と
民
慶
謙
理
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才
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「先二警察官へ申立ノ通り相違無之事実有鉢申立…1(罪案)

被告人爪印/口書は物語形式と問答形式の併用

口書の末尾に擬律案「財フ図り人ノ女児フ乞養,

ス者改定律例第百十三条二拠 り斬」を記入

判事に小印/「死罪囚罪案並ニ
1所検事局江御送致案左二相伺」

擬律案伺 【刑第10号】

フ図り人ノ女児フ乞養シテ殺ス者改定律例第百十三



【14】 月 日 事 項 発 信 受 信 備  考

1880年 5月 13日 ヨ件発生

―

謀殺/城東郡富田村

検視処分

―

(求判書)

5月 17日 被告人捕獲 被告人
捕獲地自宅 (城東郡西方村)/「明治十三年五月十七
日居宅二於テ御召捕御糾ヲ受ケJ(罪案)

5月 31日
被告人取調/仮口書【第
186号 /甲 第40号】の作成

掛川警察署 被告人
被告人爪印/根口書は物語形式/「明治十三年五月二十一
日掛川警察署二於テ拇印セシロ供」(6月 17日 付口書)

え告人送致 川警察署 1岡 県警察本署 「護送部官掛川警察署」(求判書)

購 県警機本署I tl, 訳 ‐111● l:iltttil l

6月 15日 求判書 【第175号】の
送達

儲 岡県警察本署点該官)

七等警部塚本京太
八等警部荘 資倫

静岡裁判所
引渡書類 (口 供 3、 原籍調、原由書、始末書4、 診断
書、証拠品調、肛品調、検視書類)

6月 17日
公判 (初席力)/
口書作成

静岡裁判所)

」事吉岡弘
」事補内日常矩

被告人
「今日御席二於テ申立シハ全ク詐リタル儀ニテ明治十三
年五月二十一日掛川警察署二於テ拇印セシロ供ノ通珈
相違無之」

6月 24日 口書読間せ 判事吉岡弘
半」事補内田常矩 被告人

被告人爪印/口書は間答形式/「 (被告人)儀公半」庭
二於テ該犯罪ノ手続キフ訊問セシニ…警察官ノ面前ニ
於テ拇印セシロ供 /通 リナレトモ唯金弐円窃取セシ ト
申立テタルハ全ク詐 リフ吐キタルモノニシテ曽テナキ
コ トナリト陳弁セ リJ(罪案)

6月 24日 公判済
半」事吉岡弘
半」事補内日常矩

「明治十三年六月二十四日
公半」済   判事 吉岡 弘(小 印)

判事補 内田常矩 (小 印)J

罪案 【第186号/
甲第40号】の完成 常

弘

田

岡
内

吉
補

事
事

判
判

口書の末尾に擬律案「人フ謀殺スル者人命律謀殺条二
依り斬」を記入

上等裁半」所送致伺
静岡裁判所刑事課・
書記

静岡裁半り所長
書記、刑事課、所長に各小印/「死罪囚罪案並二証憑
書類東京上等裁判所検事局江御送致案左二相伺」

6月 30日 擬律案伺 【刑第15号】
静岡裁判所長判事
中島錫胤

東京上等裁判所検事局
「右之者別紙之通及結審候間原告書証憑書類三通 り及
ヒ擬律宣告案共相添及送致候也」

|

|
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人フ謀殺スル者人命律謀殺条二依 り斬」

日

・
月
一

事 項 発 信 受 信 備  考

1877年 9月 11日 事件発生 強盗殺人/駿河国庵原郡蜂ケ谷村
9月 23日 告人捕獲 :告人 補獲地江尻宿

被告人取調/仮口書作成興津分署 被告人
「最初興津分署二於テ訊問ヲ受ケタル節ヨリ詳細二述
テJ(明 治13年 6月 30日付口供)

人送致 静岡警察署 「護送部官静岡警察署」(求判書)

1879年 2月 12日 被告人取調/仮口書作成 被告人
被告人爪印/仮口書は物語形式/「明治十二年二月
十二日静岡県警察官二於テナシタルロ供」(明治13年
6月 30日付口書)

3月 26日 被告人取調/仮口書作成 被告人 被告人爪印/仮口書は間答形式/「同年二月二十六日
是亦警察官二答フルニ」(明治13年 6月 30日付口書)

6月 30日
糸L間判事下調/
糸L間書作成

糸し間掛司法省16等出仕
松岡帰之

被告人 被告人爪印/漁し問書は間答形式



月 日 事 項 発  信 受 信 考

9月 9日
し間半」事下調/
し問書作成 糸し間措剛事補松岡帰之 被告人

被告人爪印/糸し間書は間答形式/「同 (十二)年九月
九日糸し間判事ヘノ陳述」(明治13年 6月 30日 付口書)

9月 13日
茶し問判事下調/
糸し間書作成

茶し間掛l」事補松岡帰之 被告人
「糸し間判事ヨリ九月十三日ニー訊問セラレタレハ必ス
申立可キ筈ナリ」(明治13年 6月 30日付口書)

1被訳 :鑢麟常 1褪漿 :顔な顧理澤黎廃難 i::::|:,|::ii驚願輌剛臓愉麟饉疇麟::illl:i':

9月 24日
求判書 【第515号 】
送致

官鬱玖
士
口
士
ロ

静岡裁判所
「糾間書之通強盗殺人犯蹟確実ナル者 卜致信認候間憑
証相副及御送付候也」

10月 1日 公判初席
(静 岡裁判所)

判事中島錫胤
判事補内日常矩

被告人
「明治十二年十月一日公判初席爾来前陳手続ノ訊問フ
了り例ホ左ノ如ク間答ヲナシタリ」(明治13年 6月 30

日付口書)

10月 2日 公判
判事中島錫胤
判事補内日常矩

被告人

「明治十二年十月二日公判庭二於テ該紙入ハ十日 (明

治十年九月)ノ 夜和吉ヨリ金員受取リタル ト陳ヘタ
リ」(明 治13年 6月 30日 付口書)

11月 27日 公判
判事中島錫胤
判事補内日常矩

被告人
「汝ハ明治十二年十一月二十七日公判庭二於テ前陳温泉ニ
…同行セント述ヘタレトモ」(明治13年 6月 30日 付口書)

1880年 3月 (日 欠) 被告人反獄 明治13年 6月 30日 付口書)

4月 1日 被告人取調 静岡監獄署獄吏 被告人 明治13年 6月 30日 付口書)

6月 22日 公判
判事中島錫胤
半J事補内日常矩

被告人
「不品行ナル所為ナルニ依り今日(明治十三年六月二十二
日)マ テ隠シ居レリJ(明治13年 6月 30日 付口書)

6月 30日 口書読間せ 判事中島錫胤
半J事補内日常矩

被告人 「右読間カセシ所謂レナキ苦情フ唱ヒ拇印フ拒ミタリJ

6月 30日 公判済
判事中島錫措l

半り事補内日常矩

明治十三年六月二十日
公判済  判事 中島錫胤 (小 E口 )

判事補 内日常矩 (小 印)

擬律案 〔罪案〕
宣告案の作成

判事中島錫胤
半」事補内日常矩

擬律案「持兇器強盗人フ殺ス者改定律例第百二十七条
中改正条款二照シ斬」

擬律案等送致伺
静岡裁判所刑事課・
書記 静岡裁判所長

書記、刑事課、所長に各小印/「死罪囚罪案並二証憑
書類東京上等裁判所検事局工御送致案左二相伺J
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之者別紙之通及結審候間原告書証憑書類三通 り及

ヲ殺ス者改定律例第百二
二照シ除族ノ上斬

月 日 事 項 `発 信 1受 信 ffi+
1880年 7月 29日 事件発生 持兇器強盗殺人/伊豆国賀茂郡上多賀村

7月 29日 検視願
賀茂郡上多賀村戸長
倉田直平

静岡県令大迫貞清
「今廿九日午后九時頃同院へ強盗押入同人被殺害候間
御検視被成下度此段奉願候也J/熱海分署へ提出

7月 29日 事件発生を急報 熱海分署 三島警察署
「兇殺セラレタル旨該村戸長倉田直平ノ申告二依 り其
旨直二三島警察署江急報」(検視明細書)

7月 30日 兇行人探偵・取締
熱海分署長―等巡査山村
=代治/四等巡査抜吉/
探偵臨時雇石渡平七

「同月
=十

日午前三時過キ該地二到着被殺人及賊ノ行
跡ラ見閲J(明治13年 8月 15日 付 〔具申書〕)/「現場
二至り戸長倉田直平二被害人年齢相貌格骨フ詳記三島

璽離
親戚フ招クヘキコトフ求メ探偵二従

7月 30日 検視処分の指揮
三島警察署長八等警部
小林昌啓

―等巡査山村三代冶
30日 午後 2時30分/「三島警察署長八等警部小林昌啓
ヨリ検視可致旨指揮二依 り直二医員奥村玄周フ招キ猶
被害人親戚ノ来着フ待」(検視明細書)

7月 30日 検視処分
熱海分署長―等巡査山村
三代治/四等巡査抜吉

戸長倉田直平/親戚/
関係人

「(30日 )午後五時戸長医員及親戚関係人立会ハセ之ガ
検視フ行フ」(検視明細書)

一



月 日 事 項 発 僣 受 信 備 考

7月 31日 意見書
熱海分署長警部代理
―等超査山村三代冶 静岡県令大迫貞清

「鈴木文太郎フ刃殺セシ兇賊ハ●●ナルト認定シ直ニ
此概略ヲ書記シ此探偵二従事セシ者フ三島警察署長小
林八等警部工具申セシメ沼津宿及八王子等探偵追捕ノ
指揮ヲ仰カシメタリ而シテ猶行兇人タル有形ノ証憑フ
得ルコト及未近村二潜伏アランヤノ探偵手配致置候事」

7月 31日 検案書 医員奥村玄周

「右ハ明治十三年七月二十日午後五時熱海分署―等巡
査山村三代冶立会視察スル左ニー前陳徴候二因り第一
条 卜第二条傷疵ノ為二絶命セシ者 トス」

7月 31日 検視明細書

警部代理―等巡査山村
三代治/戸長倉田直平
/医員奥村玄周/親戚
渡辺直七/関係人

「依之死屍ハ渡辺直吉へ弓:渡医員ノ検按及関係人ノロ
供ヲ取東子卑職此明細書フ記シ戸長医員親戚 卜共二記
名押印ス」

7月 31日 仮口書読聞せ 勲梅分署長警部代理―
等巡査山村三代冶

関係人6名 /倉田直平
(上多賀村戸長)

倉田直平「熱海分署へ急訴致場所取締警察官ノ来着ラ待
御検視二立会文五郎兇殺セラレタル顛末ハ…関係人申立
候通り兇賊ノ所以卜推察候コト」/山村三代冶「右読聞
セ候処正実ニシテ詐リナキ旨ヲ述ブ依テ荻=署名押印スJ

8月 5日 自首書読間せ 熱海分署長警部代理
―等巡査山村三代冶

長津宇兵衛
犯人隠避需助/「署工出頭口述J/「右申供スル所ニ
依 り其面前二於テ之レフ書記シ読間セタル所正実ニシ
テ詐 リナキフ陳述セリ依テ記名押印ス」

8月 6日 自首書読間せ 熱海分署長警部代理
―等

`査
山村三代冶

藤間金平
被告人兄/犯人隠避/山村巡査出張中、上多賀村戸長役場へ
出頭/「右申供スル所二依り其面前二於テ之レヲ書記シ読聞
セタル所正実ニシテ詐リナキヲ陳述セリ依テ記名押印ス」

8月 9日 御届書 景徳院住職松本自仙 静岡県令大迫貞清 t視処分における口供内容訂正

8月 10日 始末書 景徳院住職松本自仙 静岡県令大迫貞清
海ヽ分署へ提出/「金三拾八銭奪去ラレタルノ申供ハ
,取消有之度此段始末書フ以テ有体申上候事J

8月 12日 氏名訂正届書 上多賀村戸長倉田直平 熱海分署

8月 14日 【第
"号

】 熱海分署長
―等巡査山村三代冶

三島警察署長八等書部
小林昌啓

「自仙始末書之通申出候間―件書類呈進致候条可然御
取計有之度此段具申致候也」

8月 15日 〔具申書〕差出
熱

一

分署長
巡査山村三代冶

三島警察署長八等警部
小林昌啓

「―件書類 (自 首書二通を含む)及 ヒ犯跡証憑二供ス
ル単物壱枚相添此段具申致候也J
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ニテ之フナシ御用ノ

被告人爪印/物語形式/「汝ガ明治十三年十一月二
日三島警察署二於テ拇印」(明治14年 1月 25日付糸し間1

ルニ別紙口供之通犯状明確 ナル

供 (明治13年 11月 30日 付被告
察署二於テ御取糸しフ受ケ蜘相
二月六日英通り相違ナキ旨ニ
シロ割 (明治14年 1月 25日 付
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【16】 月 日 事 項 発  信 受 信 備

1881年
依頼書 【浄し第2号】

『糸し第弐号フ以テ ー鈴木佐五右衛「1米倉三左衛門中島
友次郎等取糸し方御依託之趣J6し第5号 )

1月 14日 尋問/口書作成 艤贈筆専酬勁魏鯛聞饉::1渡辺利助 渡邊は佐五右衛門親類/口書に爪印
1月 19日 尋問/口書作成

|,II娠登1塁

`書

裁,‖じデチ1鵞L

中島友次郎 中島は被告人兄/口書に爪印
1月 19日 1尋間/口書作成 ,三左衛門 米倉は被告人養父/口書に爪印

1月 20日 回答書 【浄し第5号】 沼津区裁判所糸し問 岡裁判所糸L間掛 辺利助、中島友三郎、米倉三左衛門の口書を添

1月 25日
糸し間判事下調/系 L間書
【明治13年第33号】作成 糸L間掛判事補松周帰之 被告人 被告人爪印/糸し問書は間答形式

1月 27日
証憑書類等還付通知
【糸し第14号】

静岡裁判所糾間掛 静岡県
「被告事件ハ強盗殺人′罪質ナリト認定候条証憑書類
井物件共相添及御還付候也J

1月 27日 入監延長命令 静岡裁判所糾間掛 被告人
「其方儀鈴木文五郎フ殺害セシ事件糸し間中拘留申付置
ク処更二入監申付ルJ

1月 27日
のへ

知
官
通

察
付

検
還 静岡裁判所糾間桂ト 被告人

「其方儀鈴木文五郎ヲ殺害セシ事件今般糸し間終結二付
更二検察官へ還付スル条其旨心得可シ」

2月 7日 求判書 【第37号】送致
(静岡県警察本署当該官)

六等警部塚本京太
八等警部吉沢吉蔵

静岡裁判所
糾間口供、口供、原籍調、一等巡査具申書、鈴木文五
郎原籍調、自首書 2通、受書、検視書類、始末書を添
付 (送付目録)

2月 7日 静岡監獄署未決監出火 (明治14年 3月 11日 付旅し間書)

(静同裁判所)

掛判事中尾捨吉
半」事補三田智周

被告人炒 脚 薦 iV=,1

2月 21日 口書読聞せ 半」事中尾捨吉
判事補三日智周

被告人
被告人爪印/「

=島
警察署及ヒ当静岡裁判所糾間係ヘ

申立シ通り外申上クヘキ儀無御座候事J

2月 21日 公半」済
判事中尾捨吉
判事補三田智周

「明治十四年二月廿一日
公判済  半り事 中尾捨吉 小印

判事補 三田智周 小印J

3月 11日
監獄出火に付被告人訊
間/糸し問書作成 静岡裁判所 被告人 被告人爪印/糸し間書は物語形式と問答形式の併用

1鍛爾監観審べ熊全||.■e繭議純籐荊事議141
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月 日 | 事 項 発 信 | 備  考

3月 14日
静岡裁判所へ回答
【往第193号】 静岡監獄署 静岡裁判所刑事課

3月 15日
監獄出火に付被告人訊
問/率し問書作成 静岡裁判所 被告人 被告人爪印/糸 t問書は間答形式

擬律案の作成
判事中尾捨吉
半」事補三田智周

「持兇器強盗人ヲ殺ス者改定律例第百二十七条中改正
条款二照シ斬」

擬律案、宣告案を添付

擬律案の審閲
「持兇器強盗人フ殺ス者改定律例第百二十七条中改正
条款二照シ斬」

4月 20日 擬律案伺
東京上筆裁判所判事
山根秀介

大審院長判事岸良兼養「右別紙口供遂審間候間擬律相附シ請批可候也」

擬律案の批可 大審院 可 (大審院印)」

宣告案あり
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【村預ケ】明治10年2月 9日 太政官第17号布告「保釈条例」のllj則 は、「違警罪又ハ其他ノ刑事被告人ニテ従来親戚又ハ書記区戸長預ケ等ノ先規アルモ
ノハ此保釈条例 卜並二行フコトフ得Jと 規定している。ここから、保釈条例の立法者は新法と (村預等の)旧慎の並存を当然視していたといえる。

|| 1  基奎|1 楠言||


